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一
　
は
じ
め
に

―
選
挙
法
学
と
い
う
学
問
領
域

　
米
国
法
学
界
に
お
い
て
、
選
挙
法
学
（Election Law

）
な
る
学
問
領
域
が
、
存
在
感
を
増
し
て
い
る
。
選
挙
区
割
法
、
選
挙
資
金
規

制
法
、
予
備
選
挙
法
な
ど
、
公
選
職
選
定
過
程
を
規
律
す
る
諸
法
（
以
下
「
選
挙
法
」）
を
扱
う
こ
の
法
学
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
誕
生
し
、

そ
れ
以
来
、
急
速
な
発
展
を
み
せ
て
き
た
。
そ
の
具
体
的
徴
証
と
し
て
、
例
え
ば
、
選
挙
法
を
対
象
と
す
る
ケ
ー
ス
ブ
ッ（
1
）クや
概
説（
2
）書の

相
次
ぐ
刊
行
、
専
門
学
術（
3
）誌の

創
刊
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
講
座
設
置
と
拡（
4
）大と

い
っ
た
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
何

よ
り
、
多
く
の
論
者
が
こ
の
新
た
な
学
問
領
域
の
存
在
に
言
及（
5
）し、
選
挙
法
学
に
従
事
す
る
と
の
自
己
了
解
の
も
と

―
あ
る
い
は
〝
選

挙
法
学
者
〞
と
の
自
己
規
定
の
も
と

―
、
旺
盛
な
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
も
っ
と
も
論
者
の
中
に
は
、
こ

れ
を
民
主
法
学
（The Law

 of D
em

ocracy
）
と
呼
ぶ
者
も
お
り
、
そ
の
呼
称

0

0

は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

現
在
の
米
国
で
、
選
挙
法
を
め
ぐ
る
議
論
群
が
独
立
の
領
域

0

0

0

0

0

を
形
成
し
、
注
目
す
べ
き
活
況
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
選
挙
法
学
を
語
る
上
で
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
憲
法
学
と
の
関
係
で
あ
る
。
高
名
な
憲
法
学
者
・
選
挙
法
学
者
で
あ
る

ガ
ー
ケ
ン
（H

eather K. G
erken

）
に
よ
れ
ば
、
選
挙
法
学
は
、
憲
法
学
を
母
胎
と
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
個
別
化
さ
れ
る
形
で
誕
生
し
た
。

一
九
九
〇
年
代
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
憲
法
学
と
は
「
異
な
る
種
類
の
法
学
（jurisprudence

）」
が
必
要
だ
と
考

え
る
「
若
き
学
者
集
団
」
が
台
頭
し
、
彼
ら
が
「
憲
法
学
か
ら
の
独
立
（independence from

 constitutional law

）」
を
宣
言
す
る
こ
と
を

通
じ
て
選
挙
法
学
は
誕
生
し
た
、
と
言
う
の
で
あ（
6
）る。

確
か
に
、
選
挙
法
学
の
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
等
の
大
部
分
は
、
選
挙
法
の
憲
法

0

0

判
例
と

憲
法

0

0

論
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
選
挙
法
学
の
〝
出
自
〞
を
示
し
て
い
る
。「
選
挙
法
学
の
多
く
は
…
…
憲
法
学
で
あ（
7
）る」
と
も

評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
も
し
も
我
が
国
の
憲
法
学
が
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
に
つ
き
米
国
憲
法
学

0

0

0

を
参
照
点
の
一
つ
と
し
て
き
た
と
す

れ
ば
、
何
か
大
き
な
変
化
を
予
感
さ
せ
る
こ
の
法
分
界
上
の
地
殻
変（
8
）動に

、
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ま
い
。
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本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
選
挙
法
学
と
い
う
学
問
領
域
に
つ
き
、
総
論
的
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
選
挙
法
学
誕

生
の
経
緯
と
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　
こ
の
目
的
を
達
す
る
に
は
、
何
よ
り
も
、
選
挙
法
学
の
形
成
を
試
み
た
議
論
潮
流
を
詳
細
に
解
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
ち

ろ
ん
限
ら
れ
た
紙
幅
で
、
こ
の
作
業
の
全
て
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
議
論
潮
流
の
中
心
に
位
置
し
、
選
挙
法

学
の
誕
生
に
大
き
く
寄
与
し
た
二
人
の
論
者
、
即
ち
、
イ
サ
カ
ロ
フ
（Sam

uel Issacharoff

）
と
ピ
ル
デ
ィ
ス
（Richard H

. Pildes

）
の
所

説
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
こ
の
二
人
の
代
表
的
論
者
の
所
説
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
右
議
論
潮
流
の
核
心
を
摑
み
取
り
、
そ
こ
か

ら
、
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
課
題
へ
の
一
定
の
解
答
を
得
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
な
お
、
イ
サ
カ
ロ
フ
と
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
頻
繁
に
共
著
論
文
を
著
し
て
お
り
、
以
下
で
も
彼
ら
の
共
著
論
文
を
多
く
取
り
上
げ
る
が
、
そ

の
際
に
は
、
議
論
主
体
を
「
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
」
と
表
記
す
る
。
ま
た
彼
ら
は
、
“Election Law

” 

よ
り
も 

“The Law
 of 

D
em

ocracy

” 

の
呼
称
を
好
む
傾
向
に
あ
る
が
、
前
者
の
呼
称
が
米
国
に
お
い
て
最
も
一
般
的
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
便
宜
上
、
本
稿
で

は
こ
れ
を
「
選
挙
法
学
」（
“Election law

”の
邦
訳
）
と
呼
ん
で
お（
9
）く。

　
本
稿
は
、
以
下
の
順
序
で
論
を
進
め
る
。
ま
ず
、
選
挙
法
学
形
成
の
前
史
と
し
て
、
米
国
の
判
例
上
、
選
挙
法
の
憲
法
的
統
制
が
進
展

し
た
過
程
を
概
観
し
た
上
で
（
二
）、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
最
高
裁
の
判
決
傾
向
に
加
え
た
批
判
を
確
認
す
る
（
三
）。
次
い
で
、

彼
ら
が
そ
の
代
替
案
と
し
て
提
示
す
る
選
挙
法
の
司
法
審
査
理
論
を
紹
介
し
（
四
）、
選
挙
法
学
の
形
成
と
の
関
係
か
ら
こ
れ
を
位
置
づ

け
、
若
干
の
検
討
を
行
う
（
五
）。
最
後
に
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
を
確
認
す
る
（
六
）。

二
　
前
史

―
選
挙
法
の
憲
法
的
統
制
の
進
展

　
ま
ず
、
本
章
で
は
、
選
挙
法
学
誕
生
の
前
史
と
し
て
、
米
国
の
判
例
上
、
選
挙
法
の
憲
法
的
統
制
が
進
展
し
て
き
た
過
程
を
概
観
し
て
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お
こ
う
。

㈠
　
転
機
と
し
て
のBaker

判
決

　
初
め
に
確
認
す
べ
き
は
、
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
（
以
下
、
最
高
裁
）
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
そ
れ
自

体
に
極
め
て
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
連
邦
最
高
裁
の
態
度
を
象
徴
す
る
の
が
、
一
九
四
六
年
のColegrove v. G

reen

判
）
10
（

決
で
あ
る
（
以
下
カ
ッ
コ

内
は
公
式
判
例
集
（U.S. Reports

）
の
頁
数
）。
都
市
部
と
農
村
部
の
選
挙
区
の
間
で
著
し
い
人
口
較
差
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
イ
リ
ノ
イ
州
の

連
邦
議
会
議
員
選
挙
区
割
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
こ
の
事
件
で
、
裁
判
所
意
見
を
執
筆
し
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
（Felix 

Frankfurter

）
裁
判
官
は
、
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
①
管
轄
権
の
欠
如
、
②
当
事
者
適
格
の
欠
如
、
③
司
法
判
断
適
合
性
の
欠
如
、
の

観
点
か
ら
原
告
の
訴
え
を
退
け
た
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
②
と
③
に
の
み
着
目
す
る
。
ま
ず
②
に
つ
い
て
、
同
裁
判
官
は
、
こ
の

訴
訟
の
基
礎
を
、
個
人
的
利
益
の
侵
害
で
は
な
く
、
政
治
体
と
し
て
の
イ
リ
ノ
イ
州
全
体
が
被
る
害
悪
（w

rong

）
だ
と
捉
え
て
、
原
告

の
当
事
者
適
格
を
否
定
し
た
（at 552

）。
次
に
③
に
つ
い
て
は
、
本
件
争
訟
が
「
裁
判
所
を
党
派
的
抗
争
と
の
直
接
的
か
つ
積
極
的
関
係

へ
と
導
く
事
柄
」
と
関
わ
る
こ
と
、
裁
判
所
は
伝
統
的
に
か
よ
う
な
問
題
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
消
極
に
解
し
た

（at 553

）。
ま
た
、
同
裁
判
官
は
、「
裁
判
所
は
政
治
の
藪
（political thicket

）
に
入
る
べ
き
で
は
な
い
」（at 556

）
と
い
う
有
名
な
言
葉

を
残
し
た
が
、
こ
れ
は
、
政
治
的
性
格
の
色
濃
い
選
挙
法
の
司
法
審
査
一
般
へ
の
謙
抑
的
態
度
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
消
極
性
は
、
し
か
し
、
一
九
六
二
年
のBaker v. Carr
判
）
11
（

決
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
。Baker

判
決
で
は
、
先
の
事
例
と

同
種
の
状
況
が
生
じ
て
い
た
テ
ネ
シ
ー
州
議
会
の
選
挙
区
割
規
定
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
（
カ
ッ
コ
内
は
公
式
判
例
集
の
頁
数
）。
ブ
レ
ナ
ン

（W
illiam

 J. Brennan, Jr.

）
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
、
本
件
に
お
け
る
管
轄
権
を
認
め
、
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
は
「
州
行

為
に
よ
る
恣
意
的
介
入
か
ら
自
由
な
投
票
に
対
す
る
市
民
の
権
利
」（at 208

）
へ
の
制
限
が
生
じ
て
い
る
と
見
て
、
当
事
者
適
格
を
承
認
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し
た
。
さ
ら
に
、
司
法
判
断
適
合
性
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
れ
を
認
め
る
に
至
っ
た
。

　
上
告
人
は
、
こ
の
訴
訟
に
成
功
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
に
、
司
法
的
に
運
用
可
能
な
基
準
を
欠
く
政
策
の
決
定
（policy determ

inations

）
に
入

る
こ
と
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
平
等
保
護
条
項
の
も
と
で
の
司
法
的
基
準
は
、
よ
く
発
展
し
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
修
正
一
四
条

の
制
定
以
来
、
…
…
裁
判
所
の
決
定
に
開
か
れ
て
い
る
。（at 226

）

　
こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
裁
判
官
は
、
長
大
な
反
対
意
見
を
付
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
部
の
み
を
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
、
同

裁
判
官
の
理
解
で
は
、
原
告
は
、
権
利
主
張
の
外
観
を
取
り
繕
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
自
身
が
不
満
を
持
つ
「『
州
の
状
態
』
を
攻
撃
し

て
い
る
」（at 298

）
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
本
件
訴
え
は
、
い
か
な
る
統
治
枠
組
み
が
適
切
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
関
わ
り
、
そ
の
解

決
に
あ
た
っ
て
は
、「
代
表
に
つ
い
て
の
競
合
す
る
基
礎
づ
け
の
中
か
ら

―
窮
極
的
に
は
実
際
、
競
合
す
る
政
治
哲
学
的
理
論
の
中
か

ら

―
選
択
す
る
こ
と
」（at 300

）
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
裁
判
所
の
領
分
を
超
え
た
問
題
で
あ
る
。
議
会
・
国
民
こ
そ
、
こ
の

種
の
問
題
の
解
決
に
相
応
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
なColegrove

判
決
を
固
守
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
裁
判
官
の
立
場
は
、
も
は

や
少
数
派
に
甘
ん
じ
る
他
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
てColegrove

判
決
は
変
更
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
判
決
を
経
て
、
平
等
保
護
条
項
の
も
と
で
投
票
価
値
を
め
ぐ
る

「
一
人
一
票
の
原
則
」
の
確
立
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

㈡
　
展
開

―
量
的
増
大
と
質
的
高
度
化

　
言
う
ま
で
も
な
く
、Baker

判
決
と
そ
の
後
の
判
決
群
は
、
投
票
価
値
の
平
等
と
い
う
一
論
点
に
関
わ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
に
対
す
る
最
高
裁
の
消
極
的
態
度
が
明
確
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
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の
後
、
選
挙
法
に
関
わ
る
多
く
の
憲
法
判
例
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
。
あ
る
統
計
に
よ
れ
）
12
（
ば
、
最
高
裁
が
執
筆
し
た
選
挙
法
に
関
す
る
憲

法
判
例
の
数
は
、
一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
六
〇
年
ま
で
の
間
は
一
〇
年
ご
と
に
平
均
一
〇
件
程
度
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
六
一
年
か

ら
二
〇
〇
〇
年
に
な
る
と
一
〇
年
ご
と
に
平
均
六
〇
件
ま
で
に
増
加
し
て
い
る
。
約
六
倍
で
あ
る
。
ま
た
、
判
決
数
に
占
め
る
選
挙
法
判

例
の
割
合
に
つ
い
て
も
、
一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
六
〇
年
ま
で
は
平
均
〇
・
七
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
九
六
一
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年

に
な
る
と
平
均
五
・
三
％
で
あ
り
、
約
七
・
五
倍
と
な
っ
て
い
）
13
（

る
。

　
一
九
六
〇
年
代
以
降
に
生
じ
た
の
は
訴
訟
の
量
的
増
大
に
限
ら
れ
な
い
。
特
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、
政
治
部
門
に
よ
る
選
挙
法
の

設
計
が
複
雑
化
す
る
の
に
相
応
し
て
、
そ
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
訴
訟
は
よ
り
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
（
選
挙
資
金
規
制
の
分
野
は
こ
の
傾
向

が
顕
著
で
あ
る
）。
ま
た
選
挙
区
割
法
の
文
脈
で
は
、
選
挙
区
間
の
投
票
価
値
の
平
等
（
数
的
平
等
）
の
問
題
を
超
え
て
、
人
種
間
の
投
票

価
値
の
実
質
的
平
等
（
質
的
平
等
）
の
問
題
や
、
人
種
的
少
数
派
を
優
遇
す
る
区
割
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
が
、
本
格
的
に
司
法

審
査
の
舞
台
で
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
重
要
な
の
は
、
最
高
裁
が
、
こ
う
し
た
量
的
増
大
・
質
的
高
度
化
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
を
強
く
推
し
進

め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
が
「
米
国
の
政
治
風
景
の
日
常
的
特
徴
と
な
っ
）
14
（
た
」
と
言
わ
れ
る
状
況
が
生
じ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
選
挙
法
の
司
法
審
査
を
め
ぐ
る
一
般
的
傾
向
と
そ
の
評
価

　
前
章
で
は
、
米
国
に
お
い
て
選
挙
法
の
憲
法
的
統
制
が
本
格
化
す
る
過
程
を
概
観
し
た
。
続
く
本
章
で
は
、
そ
の
（
特
に
一
九
九
〇
年

代
ま
で
の
）
特
徴
・
問
題
点
に
関
す
る
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
理
解
こ
そ
、
彼
ら
が
新
た
な
学
問

領
域
の
形
成
を
試
み
る
背
景
な
い
し
動
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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㈠
　
特
徴

―
一
般
憲
法
の
中
の
選
挙
法

　
ま
ず
は
、
そ
の
特
徴
に
関
す
る
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
理
解
を
確
認
し
よ
う
。
こ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
、「
固
有
の
研
究
領

域
と
し
て
の
選
挙
法
学
」
を
共
通
テ
ー
マ
と
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
寄
せ
ら
れ
た
共
著
論
文
冒
頭
の
、
次
の
一
文
で
あ
る
。

　
民
主
的
統
治
に
関
わ
る
法
に
つ
い
て
の
独
特
の
諸
問
題
は
、
長
き
に
わ
た
り
、
一
般
憲
法
（general constitutional law

）
と
い
う
差
異
化
さ
れ

な
い
領
域
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
）
15
（

た
。

　
こ
こ
で
は
、
各
種
選
挙
法
（「
民
主
的
統
治
に
関
わ
る
法
」）
が
一
定
の
「
独
特
の
諸
問
題
」
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ

れ
ま
で
「
一
般
憲
法
」
と
い
う
「
差
異
化
さ
れ
な
い
」
形
で
扱
わ
れ
て
き
た
た
め
に
、
そ
の
「
独
特
」
性
が
十
分
に
消
化
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
独
特
」
性
の
中
身

0

0

に
つ
い
て
は
一
旦
措
く
と
し
て
、
右
状
況
は
、
次
の
よ
う
な
判
決
傾
向

と
し
て
顕
現
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
最
高
裁
が
選
挙
法
の
司
法
審
査
を
展
開
す
る
際
、「
十
分
に
発
展
し
て
い
る
憲
法
の
領
域
」

に
お
け
る
「
法
理
上
の
道
具
立
て
、
法
的
テ
ス
ト
、
問
題
構
成
の
や
り
方
」
を
、
単
に
「
輸
入
す
る
」
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
、
と
い
う

傾
向
で
あ
）
16
（
る
。
要
す
る
に
、
選
挙
法
は

―
何
ら
か
の
特
別
の
考
慮
を
受
け
る
こ
と
な
く

―
他
の
法
律
と
同
様
の
形
式
の
憲
法
的
統
制

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
服
す
る

0

0

0

0

と
い
う
の
が
、
彼
ら
が
理
解
す
る
最
高
裁
の
思
考
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　
こ
の
指
摘
に
同
調
す
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
右
傾
向
の
萌
芽
は
、
先
のBaker

判
決
に
お
い
て
既
に
見
出
さ
れ
）
17
（
る
。
と
言
う
の
も
、
こ

の
判
決
で
ブ
レ
ナ
ン
法
廷
意
見
は
、
選
挙
区
割
訴
訟
の
基
礎
を
市
民
の
投
票
権
へ
の
主
観
的
損
害
へ
と
改
鋳
す
る
こ
と
で
、
当
事
者
適
格

の
要
件
を
突
破
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
個
人
権
保
障
と
い
う
憲
法
（
学
）
の
通
念
的
視
角
か
ら
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
を
眺
め
よ
う
と
す

る
（
あ
る
い
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
最
高
裁
の
立
場
が
示
唆
さ
れ
る
と
い
）
18
（
う
。
ま
た
、
法
廷
意
見
に
よ
る
司
法
判
断
適
合
性
の
承



法学政治学論究　第108号（2016.3）

134

認
は
、「
よ
く
発
展
し
、
よ
く
知
ら
れ
た
」
平
等
保
護
条
項
の
も
と
で
あ
れ
ば
、「
司
法
的
に
運
用
可
能
な
基
準
を
欠
く
政
策
の
決
定
」
に

踏
み
込
む
こ
と
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

当
該
訴
え
を
取
り
扱
い
う
る
、
と
の
判
断
を
基
礎
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
反
対
意
見
は
、

当
該
訴
え
の
解
決
に
は
、「
競
合
す
る
政
治
哲
学
的
理
論
の
中
か
ら
」
の
「
選
択
」
が
不
可
避
だ
と
認
識
し
た
わ
け
だ
が
、
論
者
に
よ
れ

ば
、
こ
の
対
照
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
法
廷
意
見
の
自
己
了
解

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
浮
か
び
上
が
る
。
即
ち
、Baker

判
決
に
お
い
て
「
我
々
裁
判
所

は
、
…
…
ご
く
日
常
的
に
（routinely

）
解
決
し
て
い
る
種
類
の
ク
レ
イ
ム
を
裁
判
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ど
の
よ
う
に
こ
れ
を
行
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
、
我
々
は
知
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」）
19
（

。

　
以
上
の
議
論
を
参
酌
す
る
と
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
両
義
的
な
事
態
が
生
じ
た
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
一
方
で
最
高
裁
は
、
選
挙
法

の
司
法
審
査
と
い
え
ど
も
従
来
的
な
枠
組
み
の
自
然
な
延
長
に
お
い
て
解
決
可
能
だ
と
の
前
提
の
も
と
で
、
よ
う
や
く
「
政
治
の
藪
」
へ

と
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
に
選
挙
法
の
司
法
審
査
が
本
格
的
に
進
展
す
る
端
緒
が
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
で
、
裁
判
所
が
選
挙

法
の
司
法
審
査
に
切
り
込
む
の
は
、
か
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
角
度
か
ら
の
み
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
判
事

の
言
う
〝
政
治
哲
学
的
選
択
〞
な
ど
、
そ
こ
か
ら
抜
け
落
ち
る
選
挙
法
の
「
政
治
」
的
な
側
面
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
真
正
面

0

0

0

か
ら

0

0

取
り
扱
う
構
え
を
見
せ
な
か
っ
）
20
（
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
問
題
群
こ
そ
、
選
挙
法
が
包
含
す
る
「
独
特
の
諸
問
題
」
と
し
て

イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
念
頭
に
お
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
最
高
裁
は
選
挙
法
の
司
法
審
査
の
際
に
従
来
の
憲
法
的
枠
組
み
を
転
用
す
る
に
留
ま
っ
た
結
果
、
選
挙
法
の
「
政
治
」
的

な
側
面
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
扱
わ
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
彼
ら
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
を
仮
に
形
式
主
義
と
呼
ぶ
と
す

れ
）
21
（

ば
、
そ
れ
は
そ
の
後
の
判
決
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
た
。
次
節
で
は
、
い
く
つ
か
の
具
体
例
に
即
し
て
こ
の
点
を
敷
衍
し
よ
う
。

㈡
　
判
　
決

　
本
節
で
は
、
①
選
挙
制
度
・
選
挙
区
割
、
②
選
挙
資
金
規
制
、
③
投
票
用
紙
規
制
、
に
関
す
る
憲
法
判
例
を
取
り
上
げ
、
最
高
裁
の
形
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式
主
義
を
敷
衍
す
る
。
但
し
紙
幅
の
都
合
上
、
最
高
裁
に
至
る
ま
で
の
上
訴
過
程
の
説
明
は
割
愛
し
、
ま
た
、
形
式
主
義
が
鮮
明
に
現
れ

て
い
る
個
所
を
中
心
に
言
及
す
る
。

1　

選
挙
制
度
・
選
挙
区
割
関
係

　
ま
ず
、
選
挙
制
度
・
選
挙
区
割
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
一
九
八
〇
年
に
下
さ
れ
たCity of M

obile v. Bolden

判
）
22
（

決
を
取
り
上
げ

よ
う
。
ア
ラ
バ
マ
州
モ
ー
ビ
ル
市
は
、
公
選
制
の
三
人
の
委
員
か
ら
な
る
市
政
委
員
会
に
よ
り
統
治
さ
れ
て
い
た
。
モ
ー
ビ
ル
市
の
有
権

者
の
約
三
分
の
一
は
ア
フ
リ
カ
系
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
八
〇
年
ま
で
の
六
九
年
間
、
市
政
委
員
会
の
委
員
に
選
出
さ
れ

た
ア
フ
リ
カ
系
は
皆
無
だ
っ
た
。
そ
の
主
な
原
因
は
、
①
モ
ー
ビ
ル
市
政
委
員
会
選
挙
が
過
半
数
得
票
要
件
を
伴
う
全
域
投
票
制
（at-

large election

）
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
、
②
人
種
的
に
極
化
し
た
投
票
傾
向
（
白
人
有
権
者
は
白
人
候
補
者
に
投
票
し
、
ア
フ
リ
カ
系
有
権
者

は
ア
フ
リ
カ
系
候
補
者
に
投
票
す
る
傾
向
）
が
存
在
し
た
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
選
挙
制
度
・
選
挙
区
割
の
も
と
で
は
、
選
挙
区
内

の
相
対
的
多
数
派
（
白
人
）
が
定
数
の
公
職
を
独
占
す
る
傾
向
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ア
フ
リ
カ
系
有
権
者
は
、
当
該
選
挙

制
度
が
修
正
一
四
条
平
等
保
護
条
項
等
に
反
す
る
と
し
て
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
提
起
し
た
（
以
下
で
は
平
等
保
護
条
項
に
関
す
る
説
示
に

の
み
論
及
す
る
。
カ
ッ
コ
内
は
公
式
判
例
集
の
頁
数
）。

　
最
高
裁
相
対
多
数
意
見
は
ま
ず
、
雇
用
・
居
住
・
公
立
学
校
、
陪
審
選
出
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
の
人
種
差
別
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た

判
決
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
先
例
で
は
、
法
文
上
人
種
的
に
中
立
的
な
法
律
は
、
差
別
的
目
的

0

0

に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ

な
い
限
り
平
等
保
護
条
項
に
反
し
な
い
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、「
原
告
は
問
題
と
な
る
選
挙
区
割

案
が
『
人
種
差
別
を
促
進
す
る
た
め
の
目
的
を
伴
う
工
夫
と
し
て
考
案
さ
れ
ま
た
作
用
し
て
き
た
』
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（at

66

）
と
の
命
題
を
導
い
た
（
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
目
的
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
、
原
告
の
訴
え
を
退
け
た
）。
こ
こ
に
は
、
人

種
差
別
的
目
的
の
有
無
を
問
う
既
存
の
平
等
保
護
法
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
の
文
脈
で
も

―
事
柄
の
性
質
に
即
し
た
修
正
を
加
え
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る
こ
と
な
く

―
用
い
る
最
高
裁
の
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

選
挙
資
金
規
制
関
係

　
次
に
、
選
挙
運
動
資
金
規
制
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
一
九
七
六
年
のBuckley v. Valeo

判
）
23
（
決
を
取
り
上
げ
る
。Buckley

判
決
で

は
、
一
九
七
四
年
連
邦
選
挙
運
動
法
改
正
で
設
け
ら
れ
た
各
種
選
挙
資
金
規
制
等
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
そ
の
一
部
を
な
す
の
が
、
選

挙
資
金
に
関
す
る
広
範
な
支
出
（expenditure

）
制
限
で
あ
る
。
即
ち
、
⒜
個
人
お
よ
び
団
体
が
、
特
定
候
補
者
の
当
選
・
落
選
を
助
長

す
る
た
め
に
支
出
で
き
る
総
額
、
⒝
候
補
者
個
人
が
自
己
も
し
く
は
家
族
の
個
人
資
金
か
ら
支
出
で
き
る
額
、
⒞
各
候
補
者
の
支
出
総
額
、

の
そ
れ
ぞ
れ
に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
原
告
は
、
上
記
支
出
制
限
を
含
む
一
九
七
四
年
の
改
正
連
邦
選
挙
法
の
各
種
規
制

等
が
違
憲
で
あ
る
と
の
宣
言
的
判
決
お
よ
び
各
条
項
の
施
行
差
止
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
（
以
下
で
は
、
支
出
制
限
に
関
わ
る
部
分
に
の

み
言
及
す
る
。
ま
た
、
カ
ッ
コ
内
は
公
式
判
例
集
の
頁
数
）。

　
法
廷
意
見
は
、
支
出
行
為
を
表
現
の
自
由
と
関
連
づ
け
た
上
で
、
思
想
の
自
由
市
場
論
と
表
現
の
自
由
の
根
本
哲
学
（「
公
的
争
点
事
項

に
関
わ
る
討
議
は
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
率
直
で
開
か
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
」）
に
言
及
す
る
（at

49

）。
ま
た
、「
今
日
、
社
会

集
団
へ
思
想
を
伝
達
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
、
事
実
上
金
銭
の
支
出
を
必
要
と
す
る
」
た
め
に
、
本
件
支
出
規
制
は
「
政
治
的
言
論
の
量

と
多
様
性
に
、
単
な
る
理
論
的
で
な
い
実
質
的
な
抑
制
を
課
す
」
と
い
う
（at

19

）。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
本
件
で
は
厳
格
審

査
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
本
件
支
出
制
限
は
、
こ
の
厳
格
審
査
を
通
過
す
る
の
か
。
法
廷
意
見
は
、
本
件
支
出
制
限
の
規
制
利
益
と
し
て
、
①
現
実
の
腐

敗
と
そ
の
外
観
（appearance

）
の
防
止
と
い
う
主
目
的
と
、
②
選
挙
結
果
へ
の
影
響
力
の
平
等
化
、
③
選
挙
費
用
の
高
騰
化
の
抑
制
、

と
い
う
二
つ
の
副
次
的
目
的
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
三
つ
に
つ
き
厳
格
審
査
を
通
過
す
る
か
否
か
を
吟
味
す
る
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
は
、
本
法
で
採
用
さ
れ
て
い
る
支
出
制
限
と
い
う
手
段
と
の
適
合
性
・
必
要
性
が
存
し
な
い
と
し
た
。
で
は
、
二
つ
の
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副
次
的
目
的
は
ど
う
か
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
②
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
そ
も
そ
も
適
切
な
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
。

　
社
会
の
あ
る
構
成
員
の
言
論
を
、
他
の
対
応
す
る
声
を
増
進
す
る
た
め
に
政
府
は
制
限
で
き
る
と
い
う
考
え
方
は
、
修
正
一
条
と
は
ま
っ
た
く
無
縁

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

0

0

0

。
…
…
自
由
な
表
現
に
対
す
る
政
府
の
侵
害
に
関
す
る
修
正
一
条
の
保
護
が
、
あ
る
者
の
公
的
討
議
に
従
事
す
る
経
済
的
能
力
に
依
存
す
る
こ

と
は
、
適
切
た
り
得
な
い
。（at 48 -49

）（
傍
点
引
用
者
）

　
ま
た
、
③
選
挙
費
用
の
高
騰
化
の
抑
制
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
正
当
性
を
否
定
し
た
。

　
修
正
一
条
は

0

0

0

0

0

、
あ
る
人
の
政
治
的
見
解
を
広
め
る
た
め
の
支
出
が
無
駄
だ
と
か
、
過
剰
だ
と
か
、
賢
明
で
な
い
と
か
と
決
定
す
る
権
限
を
政
府
に
認

め
て
い
な
い
。（at

57

）（
傍
点
引
用
者
）

　
こ
う
し
て
一
九
七
四
年
選
挙
資
金
法
改
正
で
設
け
ら
れ
た
支
出
制
限
は
、
一
つ
の
例
外
も
な
く
違
憲
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

Buckley

判
決
か
ら
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
の
文
脈
で
も
、
伝
統
的
な
修
正
一
条
の
基
準
（
厳
格
審
査
）
を
、
修
正
を
加
え
る
こ
と
な

く
適
用
し
、
ま
た
、
そ
の
過
程
で
は
、
表
現
の
自
由
の
文
脈
に
お
け
る
（
規
制
目
的
②
・
③
の
よ
う
な
）
積
極
目
的
規
制
へ
の
忌
避
と
い
う

修
正
一
条
上
の
根
本
原
則
を
貫
徹

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
せ
る
、
最
高
裁
の
基
本
的
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
る
。

3　

投
票
用
紙
規
制
関
係

　
最
後
に
、
投
票
用
紙
規
制
に
関
す
る
事
例
と
し
て
一
九
九
二
年
のBurdick v. Takushi

判
）
24
（

決
を
取
り
上
げ
る
。
本
判
決
は
、
こ
こ
ま
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で
言
及
し
て
き
た
判
例
と
比
べ
、
知
名
度
に
お
い
て
劣
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
判
決
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ

ス
が
「Burdick

判
決
以
上
に
誤
っ
て
決
せ
ら
れ
た
政
治
過
程
に
関
わ
る
事
例
を
想
像
す
る
の
は
難
し
）
25
（

い
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
を
紹

介
す
る
こ
と
が
、
本
章
の
目
的
に
適
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
彼
ら
に
よ
る
判
決
理
解
・
評
価
も
参
照
し
な

が
ら
、
や
や
詳
細
に
本
判
決
を
見
て
お
こ
う
。

　
⑴
　
事
　
実

　
本
判
決
で
は
書
き
込
み
投
票
（w

rite-in voting

）
を
禁
ず
る
ハ
ワ
イ
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
米
国
で
は
通
常
、
投
票
用
紙

（ballot

）
の
候
補
者
欄
の
末
尾
に
空
欄
を
設
け
、
候
補
者
と
し
て
登
載
さ
れ
て
い
な
い
者
に
も
投
票
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
が

書
き
込
み
投
票
で
あ
る
。

　
当
時
の
ハ
ワ
イ
州
で
は
、
立
候
補
者
が
本
選
挙
の
投
票
用
紙
に
記
載
さ
れ
る
た
め
の
要
件
（
バ
ロ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
の
要
件
）
に
関
し
て
、

政
党
の
予
備
選
挙
で
指
名
を
得
る
か
、
無
党
派
の
予
備
選
）
26
（
挙
で
予
備
選
挙
全
体
の
一
〇
％
以
上
ま
た
は
政
党
予
備
選
挙
で
の
被
指
名
者
の

最
低
得
票
数
と
同
数
以
上
の
票
を
獲
得
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
（
い
ず
れ
も
開
放
型
予
備
選
挙
）。
そ
し
て
、
こ
れ
と
併
せ
て
、

予
備
選
挙
・
本
選
挙
に
お
い
て
、
書
き
込
み
投
票
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。

　
一
九
八
六
年
の
ハ
ワ
イ
州
下
院
議
員
選
挙
の
際
、
有
権
者
バ
ー
デ
ィ
ッ
ク
は
、
自
身
の
選
挙
区
の
立
候
補
者
に
不
満
を
持
ち
（
な
お
、

立
候
補
者
は
一
人
の
み
で
あ
っ
た
）
書
き
込
み
投
票
を
希
望
し
た
が
、
ハ
ワ
イ
州
選
挙
法
は
こ
れ
を
禁
止
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
書
き

込
み
投
票
の
禁
止
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
お
よ
び
修
正
一
四
）
27
（
条
に
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
、
予
備
選
挙
お
よ
び
本
選
挙
で
書

き
込
み
投
票
を
認
め
る
よ
う
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　
⑵
　
判
　
旨

　
法
廷
意
見
（
カ
ッ
コ
内
は
公
式
判
例
集
の
頁
数
）
は
、
ま
ず
、
本
件
の
違
憲
審
査
基
準
に
つ
き
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
厳
格
審
査
の
適
用
を

否
定
す
る
。「
選
挙
法
は
不
可
避
的
に
何
ら
か
の
負
担
を
個
々
の
投
票
者
に
課
す
」
た
め
、
全
て
の
投
票
規
制
に
厳
格
審
査
を
求
め
る
と
、
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「
選
挙
が
公
平
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
の
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
州
の
手
を
縛
る
」
点
で
不
適
切
だ
か
ら
で
あ
る
（at 433

）。
そ
こ
で

法
廷
意
見
は
次
の
基
準
を
採
用
す
る
：「『
原
告
が
擁
護
し
よ
う
と
す
る
修
正
一
条
お
よ
び
修
正
一
四
条
の
権
利
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
諸
権

利
に
対
す
る
原
告
主
張
の
損
害
の
性
質
お
よ
び
強
度
』
を
、『
そ
の
規
制
が
課
す
負
担
の
正
当
化
と
し
て
州
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
正
確
な

利
益
』
に
対
し
て
、『
そ
の
利
益
が
原
告
に
対
す
る
負
担
を
必
要
と
す
る
程
度
』
を
考
慮
し
つ
つ
衡
量
す
る
」（Id.

）。
こ
れ
は
要
す
る
に

原
告
の
権
利
に
対
す
る
制
約
の
程
度

0

0

0

0

0

を
考
慮
に
入
れ
た
利
益
衡
量
基
準
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
修
正
一
条
お
よ
び
修
正
一
四
条
の
権
利
が
厳

し
い
（severe

）
制
限
に
服
す
る
場
合
に
は
厳
格
審
査
が
発
動
す
る
一
方
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
緩
や
か
な
審
査
が
発
動
す
る
。

　
次
い
で
法
廷
意
見
は
、
書
き
込
み
投
票
の
禁
止
に
よ
っ
て
、
原
告
の
「
選
択
お
よ
び
結
社
の
自
由
（freedom

 of choice and 

association

）」

―
自
己
の
好
む
候
補
者
を
選
択
し
、
投
票
を
通
じ
て
結
社
す
る
自
由

―
と
い
う
修
正
一
条
上
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る

と
の
法
的
構
成
を
と
り
つ
つ
（at 436-437

）、
当
該
自
由
へ
の
負
担
は
軽
微
な
も
の
だ
と
い
う
。
軽
微
で
あ
る
理
由
と
し
て
は
、
ハ
ワ
イ

州
の
バ
ロ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
28
（
る
。
バ
ロ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
あ
れ
ば
、
書
き
込
み
投
票
が

禁
止
さ
れ
て
も
、
有
権
者
の
候
補
者
選
択
・
結
社
の
実
質
的
な
範
囲
は
さ
ほ
ど
狭
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
法
廷
意
見

は
、
原
告
に
よ
る
「
抗
議
票
」
の
主
張
を
取
り
上
げ
る
。「
抗
議
票
」
と
は
、
投
票
用
紙
に
登
載
さ
れ
た
候
補
者
へ
の
不
支
持
表
明

0

0

0

0

0

の
た

め
に
な
さ
れ
る
投
票
を
指
す
（
例
え
ば
”Donald D

uck
”等
、
架
空
の
存
在
へ
の
書
き
込
み
投
票
が
行
わ
れ
る
）。
原
告
は
、
書
き
込
み
投
票
の
禁

止

―
書
き
込
み
投
票
の
結
果
を
集
計
・
公
表
し
な
い
こ
と

―
に
よ
り
、
修
正
一
条
（
表
現
の
自
由
）
を
基
礎
と
す
る
「
抗
議
票
」
を

票
ず
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
法
廷
意
見
は
、
投
票
に
意
見
表
明
機
能
を
担
わ
せ
る
こ
と
へ
の
消
極
的

評
価
か
ら
、
こ
れ
を
修
正
一
条
の
保
護
範
囲
の
外
に
お
い
た
。

　
以
上
よ
り
、
原
告
の
権
利
・
自
由
へ
の
厳
し
い
制
約
は
存
在
せ
ず
、
厳
格
度
の
緩
和
さ
れ
た
審
査
が
妥
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し

て
法
廷
意
見
は
、
規
制
利
益
に
目
を
向
け
る
。
こ
の
点
、
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
書
き
込
み
投
票
の
禁
止
は
、
①
党
内
派
閥
闘
争
の
防
止
、

②
他
党
襲
撃
（
支
持
政
党
以
外
の
予
備
選
挙
に
参
加
し
、
そ
の
結
果
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
）
の
防
止
と
い
う
正
当
な
利
益
（legitim

ate 
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interest

）
に
資
す
る
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
上
記
権
利
制
限
は
正
当
化
さ
れ
る
と
し
、
本
件
ハ
ワ
イ
州
法
は
合
憲
と
判
断
さ
れ
た
。

　
⑶
　Burdick

判
決
の
特
徴

　
法
廷
意
見
が
、
書
き
込
み
投
票
の
禁
止
に
よ
り
制
約
さ
れ
る
権
利
が
修
正
一
条
に
関
わ
る
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
選
挙
法
特
有
の
性
質

に
言
及
し
て
、
厳
格
審
査
が
妥
当
し
な
い
余
地
を
残
す
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
た
点
を
捉
え
れ
ば
、Burdick

判
決
は
形
式
主
義
的

で
な
い

0

0

と
観
る
余
地
が
あ
）
29
（

る
。
し
か
し
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
よ
り
根
本
的
な
次
元
にBurdick

判
決
の
形
式
主
義
的
傾
向
を

見
出
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
判
決
が
採
用
し
た
審
査
基
準
が
、〝
個
人
権
と
公
共
の
利
益
の
衡
量
〞
と
い
う
枠
組
み
を
採
用
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
彼
ら
は
特
に
、
こ
の
枠
組
み
の
個
人
権
的
思
考
に
着
目
す
る
。
即
ち
、
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
州
利
益
に
対
し
て
衡
量
さ
れ
る
利

益
は
、
原
告
個
人
の
権
利
な
い
し
自
由
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
最
高
裁
は
、
か
か
る
利
益
を
「
狭
く
、
個
人
主
義
的
で
、
非
全
体
的
な

観
）
30
（

念
」
で
も
っ
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
問
題
と
な
る
利
益
を
裁
判
所
が
極
小
化
し
て
し
ま
う
と
、
州
は
、
書

き
込
み
投
票
の
禁
止
の
た
め
の
僅
か
な
正
当
化
を
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
利
を
得
）
31
（
る
」
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
の
批
判
の
力

点
は
、
か
よ
う
な
把
握
に
よ
っ
て
、
書
き
込
み
投
票
禁
止
の
真
の
害
悪
が
見
逃
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
に
あ
る
（
彼
ら
の
考
え
る
真

の
害
悪
に
つ
い
て
は
後
述
）。
こ
う
し
て
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
我
々
の
憲
法
的
思
考
の
範
型
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
個
人

権
分
析
（individual-rights anal

）
32
（

ysis

）」
を
批
判
し
）
33
（

た
。

　
翻
っ
て
彼
ら
は
、（
形
式
主
義
を
排
し
た
上
で
）
新
た
な
司
法
審
査
論
を
展
開
し
、
本
件
ハ
ワ
イ
州
法
を
違
憲
と
す
べ
き
と
主
張
す
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
て
詳
述
す
る
。

㈢
　
問
題
点

―
民
主
政
の
質
と
の
緊
張
関
係

　
前
節
で
は
、
三
つ
の
判
例
を
取
り
上
げ
て
最
高
裁
の
形
式
主
義
を
敷
衍
し
た
。
こ
れ
ら
にBaker

判
決
を
加
え
た
四
判
決
は
、
そ
れ

ぞ
れ
次
元
を
異
に
す
る
も
の
）
34
（
の
、
憲
法
（
学
）
で
発
展
し
て
き
た
司
法
審
査
枠
組
み
を
選
挙
法
の
そ
れ
に
も
転
用
す
る
も
の
（
形
式
主
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義
）
と
総
括
で
き
よ
）
35
（
う
。

　
そ
れ
で
は
、
形
式
主
義
は
な
ぜ
問
題
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
き
明
快
な
説
明
を
す
る
の
は
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
で
あ
る
。
彼
は
、
形
式
主
義
が

適
切
で
な
い
理
由
と
し
て
、
そ
れ
が
「
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
こ
れ
を
歪
め
）
36
（
る
」
こ
と
を
挙
げ
る
。
即
ち
、
形
式
主

義
が
民
主
政
の
質
を
棄
損
す
る
と
い
う
社
会
的
・
政
治
的
帰
結

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
捉
え
て
、
こ
れ
に
否
定
的
評
価
を
下
す
の
で
あ
）
37
（
る
。

　
こ
の
負
の
帰
結
は
、
次
の
二
つ
の
仕
方
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
は
、
形
式
主
義
の
下
で
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
選
挙
法

が
民
主
政
の
質
に
与
え
る
影
響
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
先
のM

obile

判
決
で
は
、
既
存
の
修
正
一
四

条
法
理

―
差
別
目
的
の
有
無
の
審
査

―
の
適
用
に
よ
り
、
当
該
選
挙
区
割
の
も
た
ら
す
民
主
政
へ
の
悪
影
響
は
、
法
的
評
価
の
対
象

と
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、Burdick

判
決
で
の
「
個
人
権
分
析
」
の
も
と
で
も
、
民
主
政
へ
の
悪
影
響
と
い
っ
た
客
観
的
要
素
を
考
慮

に
入
れ
る
こ
と
が
、
著
し
く
困
難
と
な
っ
て
い
た
。

　
第
二
は
、
形
式
主
義
が
、
民
主
政
の
質
を
向
上
さ
せ
る
選
挙
法
を
し
ば
し
ば
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
民
主
政
プ
ロ
セ
ス
の
改
革
立
法

も
制
定
法
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
当
然
そ
れ
は
憲
法
の
枠
の
中
に
納
ま
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
枠
が

―

Buckley

判
決
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に

―
既
存
の
法
理
論
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
民
主
政
の
質
へ

の
配
慮
と
は
独
立
に
、
か
よ
う
な
法
の
合
憲
性
を
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
、
民
主
政
の
質
を
改
善
す
る
選
挙
法
が
時
に
違
憲

と
断
じ
ら
れ
る
の
は
、
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
。

㈣
　
小
　
括

　
以
上
本
章
で
は
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
よ
る
最
高
裁
の
形
式
主
義
的
傾
向
の
指
摘
（
㈠
）
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
具
体
的
判
例

に
即
し
て
敷
衍
す
る
と
共
に
（
㈡
）、
そ
れ
が
民
主
政
の
質
と
の
緊
張
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
㈢
）。

そ
れ
で
は
彼
ら
は
、
如
何
な
る
代
替
案
を
提
示
す
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
次
章
の
課
題
で
あ
る
。
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四
　
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
挑
戦

　
本
章
で
は
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
提
示
す
る
選
挙
法
の
司
法
審
査
論
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
は
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
よ
る
簡
潔
な
定

式
を
概
観
し
、
そ
の
後
、
具
体
的
展
開
を
追
う
こ
と
と
す
る
。

㈠
　
機
能
主
義
的
思
考
と
構
造
的
価
値
へ
の
着
目

　
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
試
み
を
概
観
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
選
挙
法
学
の
「
独
立
宣
）
38
（

言
」
と
も
評
さ
れ
る
、
二
〇
〇
四
年
の
ピ

ル
デ
ィ
ス
の
論
）
39
（

考
を
参
照
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
自
身
の
基
本
的
視
角
を
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。

　
私
は
、
民
主
政
治
へ
の
憲
法
的
監
視
を
、
制
度
設
計
（institutional design

）
に
お
け
る
機
能
的
問
題
（functional problem

）
と
し
て
観
る
も

の
で
あ
）
40
（
る

　
こ
の
よ
う
に
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
（「
民
主
政
治
へ
の
憲
法
的
監
視
」）
を
、「
制
度
設
計
」
の
一
局
面
と
し
て
位
置
づ

け
る
。
こ
こ
で
裁
判
所
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、「
制
度
の
構
造
や
法
的
ル
ー
ル
が
政
治
的
実
践
に
生
じ
さ
せ
る
全
体
的
帰
）
41
（

結
」
に
留
意
し

な
が
ら
、
司
法
審
査
を
通
じ
て
、
善
き
選
挙
法
の
構
築
（
制
度
設
計
）
に
貢
献
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
の

局
面
で
は
、
各
種
選
挙
法
や
国
家
機
関
に
つ
い
て
の
機
能
的
分
析
（functional analysis

）
が
重
要
と
な
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
我
々
の

民
主
政
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
選
挙
法
が
果
た
す
べ
き
機
能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

や
、
裁
判
所
や
議
会
な
ど
の
各
国
家
機
関
の
特
性

0

0

0

0

0

0

0

0

を
考
究
し
、
こ
れ
を
推
論
の
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基
底
に
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
）
42
（
る
。
か
よ
う
な
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
立
論
は
、
形
式
主
義
に
対
す
る
批
判

―
民
主
政
の

質
と
の
緊
張
関
係
へ
の
批
判

―
を
踏
ま
え
れ
ば
、
賛
否
は
さ
て
お
き
、
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
ろ
う
（
そ
れ
は
、
形
式
主
義
に
よ
っ
て

は
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
た
「
独
特
の
諸
問
題
」、
即
ち
選
挙
法
の
「
政
治
」
的
側
面
を
、
真
正
面
か
ら
取
り
扱
お
う
と
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
）。

　
と
こ
ろ
で
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、
機
能
主
義
的
思
考
は
、
司
法
審
査
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
価
値

0

0

を
よ
り
客
観
的
な
も
の
へ
と
変
容

さ
せ
る
。
と
言
う
の
も
、
こ
の
思
考
の
も
と
で
企
図
さ
れ
る
の
は
、
窮
極
的
に
は
、
善
き
選
挙
法
の
構
築
を
通
じ
た
民
主
政
の
質
の
向
上

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
、
司
法
審
査
を
通
じ
て
、
当
該
選
挙
法
が
民
主
的
統
治
に
関
わ
る
価
値

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
適
合
す
る
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い

る
、
と
も
言
い
う
る
。
彼
は
、
か
よ
う
な
価
値
を
構
造
的
価
値
（structural value

）
と
呼
び
、
自
身
の
司
法
審
査
論
を
構
造
的
ア
プ
ロ
ー

チ
（structural approach

）
と
特
徴
づ
け
る
。

　
そ
れ
で
は
、
以
上
に
概
観
し
た
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
機
能
主
義
的
思
考
）
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
如
何
な
る
姿
を
と
る
の
か
。
次

節
で
は
、
こ
れ
を
確
認
す
る
。

㈡
　
具
体
的
展
開

　
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
機
能
主
義
的
思
考
）
を
、
一
九
九
八
年
の
「
市
場
と
し
て
の
政
治
（Politics as 

M
arkets

）」
と
題
す
る
論
）
43
（

文
等
を
通
じ
て
具
体
化
し
て
き
た
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
た
議
論
は
、
よ
り
特
定
的
に
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー

チ
（political com
petition approach

）
と
呼
ば
れ
る
。
本
節
で
は
、「
市
場
と
し
て
の
政
治
」
論
文
を
主
に
参
照
し
つ
つ
、
他
の
論
文
に

よ
っ
て
補
足
す
る
形
で
、
そ
の
展
開
を
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

1　

政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ

　「
市
場
と
し
て
の
政
治
」
論
文
冒
頭
で
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
機
能
的
思
考
が
十
分
に
展
開
さ
れ
て
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い
な
い
原
因
に
言
及
す
る
。
彼
ら
の
観
る
と
こ
ろ
、
そ
の
原
因
は
、
裁
判
所
が
「
規
範
的
に
強
固
な
、
あ
る
い
は
、
現
実
の
政
治
活
動
に

つ
い
て
現
実
主
義
的
に
洗
練
さ
れ
た
、
民
主
政
に
つ
い
て
の
基
本
）
44
（

像
」
を
欠
い
て
き
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
各
選
挙
法
が
民
主
政
プ
ロ
セ

ス
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
機
能
は
、
一
定
の
規
範
的
な
民
主
政
像

0

0

0

0

0

0

0

0

と
の
連
関
に
お
い
て
の
み
適
切
に
同
定
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
各
選
挙
法

が
そ
の
果
た
す
べ
き
機
能
を
果
た
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、（
州
や
政
党
な
ど
）
選
挙
法
を
取
り
巻
く
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
行

動
を
現
実
に
即
し
た
形
で

0

0

0

0

0

0

0

0

把
握
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
こ
の
両
面
に
関
し
て
、
十
分
な
構
想
や
感
覚
を
持
っ
て

こ
な
か
っ
た
と
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
批
判
的
に
総
括
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
が
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
①
現
実
主
義
的
視

点
、
②
規
範
的
民
主
政
像
、
を
具
備
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
具
体
的
に
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
ま
た
、
如
何
な
る
司
法
審
査

論
と
し
て
結
実
す
る
の
か
。

　
⑴
　
現
実
主
義
的
視
点

　
ま
ず
は
、
現
実
主
義
的
視
点
を
見
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
政
治
へ
の
規
制
に
関
わ
る
殆
ど
の
事
例
に
お
い
て
「
州
」
は
、
抽
象
的
な
、
第
三
者
的
な
、
非
党
派
的
な
ア
ク
タ
ー
と
見
做
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。
…
…
﹇
こ
う
し
た
文
脈
で
は
﹈「
州
」
は
い
つ
何
時
で
も
、
現
存
す
る
政
治
的
・
党
派
的
勢
力
の
集
合
体
で
あ
）
45
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、「
政
治
へ
の
規
制
」、
即
ち
選
挙
法
の
制
定
改
廃
と
い
う
文
脈
で
は
、「
州
」
は
公
益
を

追
求
す
る
中
立
的
な
存
在
で
あ
る
と
の
通
常
の
想
定
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。「
州
」
と
は
実
の
と
こ
ろ
、
政
党
を
典
型
と
す
る

「
政
治
的
な
い
し
党
派
的
勢
力
の
集
合
体
」
の
隠
れ
蓑
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
政
治
的
な
い
し
党
派
的
勢
力
」
は
、
選
挙
法
の
操

作
を
通
じ
て
自
身
の
多
数
派
の
立
場
を
固
定
化
す
べ
く
試
み
る
合
理
的
な
行
為
者
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
選
挙
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法
の
司
法
審
査
に
お
い
て
は
、
選
挙
法
が
利
己
的
党
派
勢
力
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
⑵
　
規
範
的
民
主
政
像

　
次
に
、
規
範
的
民
主
政
像
で
あ
る
。
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
こ
れ
を
論
じ
る
に
あ
た
り
次
の
洞
察
を
出
発
点
と
す
る
。
即
ち
、

適
切
な
民
主
政
と
は
「
強
固
に
競
争
的
な
市
場

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（a robustly com
petitive m

arket

）
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
）
46
（

る
」。
こ
の
洞
察
は
、
彼
ら
の

規
範
的
民
主
政
像
を
嚮
導
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
鍵
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
民
主
政
と
は
「
政
治
過
程
の
政
策
成
果
が
市
民
達
の
利
益
お
よ
び
意
見
に
応
答
的

と
な
る
こ
と
」
を
「
中
心
的
目
標
の
う
ち
の
一
つ
」
と
す
る
（
民
主
的
応
答
性
（dem

ocratic responsiven

）
47
（ess

））。
し
か
し
こ
の
目
標
は
無

条
件
に
は
実
現
さ
れ
得
ず
、「
適
切
に
競
争
的
な
政
治
環
境
を
通
じ
て
の
）
48
（

み
」
可
能
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
が
存
在
し
な
い
場
合
、

政
策
形
成
を
行
う
統
治
者
は
、
市
民
達
の
利
益
等
に
応
答
す
る
誘
因
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
統
治
者
は
、
適
切
な
競
争
に
晒
さ
れ
て

初
め
て
市
民
た
ち
の
利
益
等
へ
の
応
答
に
真
剣
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
競
争
的
な
経
済
市
場
に
お
い
て
こ
そ
企
業
が
消
費
者
の
選
好

に
叶
う
商
品
を
提
供
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
以
上
の
推
論
か
ら
彼
ら
は
、
政
治
的
競
争
（political com

petition

）
と
い
う
構
造
的
価
値

を
民
主
政
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
措
定
す
）
49
（

る
。

　
こ
の
政
治
的
競
争
と
い
う
価
値
は
、
民
主
的
応
答
性
と
は
別
の
、
民
主
的
答
責
性
（dem

ocratic accountability

）
と
い
う
観
念
に
よ
っ

て
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、「
全
て
の
代
表
民
主
政
理
論
は
少
な
く
と
も
、
権
力
を
行
使
す
る
人
々
が
被
代
表
者
に
対
し

て
選
挙
を
通
じ
て
答
責
可
能
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
」
と
述
べ
た
上
で
、「
選
挙
を
通
じ
た
答
責
性
は
、
有
効
な
政
治
的
競
争
が
真
正

の
政
治
的
選
択
を
生
み
出
す
時
に
の
み
存
在
し
得
る
」
と
指
摘
し
、
政
治
的
競
争
と
い
う
価
値
の
基
礎
に
民
主
的
答
責
性
の
観
念
を
措
い

て
い
）
50
（

る
。
ま
た
イ
サ
カ
ロ
フ
も
、
政
治
的
競
争
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
文
脈
で
、「
答
責
性
は
、
競
争
的
な
選
挙
を
通
じ
て
形
成
さ

れ
）
51
（
る
」
と
論
じ
る
。
彼
ら
の
言
う
「
答
責
性
」
と
は 

“accountability

” 

を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
我
が
国
で
の
定
訳
で
あ
る
「
説
明
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責
任
」
か
ら
生
じ
る
意
味
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
、
選
挙
に
よ
る
代
表
者
の
地
位
の
剝
奪
を
通
じ
た
帰
責
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
表
す
も
の
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
）
52
（

る
。
こ
れ
も
ま
た
、
経
済
市
場
に
お
い
て
、
粗
悪
な
製
品
を
提
供
す
る
企
業
が
淘
汰
さ
れ
る
の
と
同
様
だ
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
要
す
る
に
彼
ら
が
説
く
の
は
、〈
有
権
者
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
統
治
者
は
、
有
権
者
の
選
好
等
に
応
答
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と

共
に
、
そ
れ
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
選
挙
を
通
じ
て
責
任
を
問
わ
れ
そ
の
職
を
奪
わ
れ
る
べ
き
だ
〉
と
い
う
規
範
的
民
主
政
像
と
、
か
か

る
民
主
政
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
政
治
的
競
争
と
い
う
価
値
だ
、
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
民
主
政
像
・
構
造
的

価
値
を
現
実
に
お
い
て
具
体
化
し
、
実
現
す
る
機
能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
担
わ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
各
種
選
挙
法

―
あ
る
い
は
そ
の
集
合
体
と
し
て
の

選
挙
法
秩
序

―
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
裁
判
所
が
選
挙
法
の
司
法
審
査
で
果
た
す
べ
き
役
割
も
、
機
能
主
義
的
分
析
か
ら
派
生
す
る
。
無
論
、
右
規
範
的
民
主
政
像
や
構
造
的

価
値
が
唯
一
絶
対
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
認
め
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
利
己
的
党
派
勢
力
（
本
項
⑴
）

に
よ
る
「
反
競
争
的
行
為
」
に
よ
り
常
に
危
機
に
晒
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
裁
判
所
が
こ
れ
に
対
処
し
う
る
中
立
的
機
関
で
あ
る
こ
と
が
重

視
さ
れ
る
。
か
く
し
て
彼
ら
の
考
え
は
、
次
の
よ
う
な
定
式
を
み
る
：「
既
存
の
党
派
的
諸
勢
力
が
そ
れ
ら
の
背
景
的
ル
ー
ル
を
操
作
し

て
き
た
こ
と
を
裁
判
所
が
発
見
で
き
た
場
合
、
適
切
に
競
争
的
な
党
派
的
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、
裁
判
所
は
こ
う
し
た
操
作
を
無
効
と

す
る
べ
き
で
あ
）
53
（
る
」。

　
⑶
　Burdick

判
決
を
例
に

　
以
上
が
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
先
のBurdick

事
件
を
素
材
に
、
そ
の

具
体
的
適
用
を
見
て
み
よ
う
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
彼
ら
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
は
、
書
き
込
み
投
票
を
禁
止
す
る
ハ
ワ
イ
州

法
は
違
憲
と
な
る
と
主
張
す
る
。

　
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
ま
ず
、
当
該
ハ
ワ
イ
州
法
が
、
そ
こ
で
の
支
配
政
党
で
あ
る
民
主
党
を
有
利
に
し
、
反
対
党
の
競
争
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力
を
削
ぐ
効
果
を
持
つ
と
指
摘
す
）
54
（
る
。
そ
の
論
理
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
⒜
　
ハ
ワ
イ
州
で
は
、
州
下
院
、
州
上
院
、
知
事
等
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
。
こ
の
際
、
同
州
の
選
挙
法
は
政
党
を
基
礎
と
し
て
い
る

た
め
、
こ
れ
ら
複
数
の
公
選
職
の
予
備
選
挙
に
お
い
て
有
権
者
は
、
一
つ
の
政
党
の
予
備
選
挙
（
ま
た
は
無
党
派
予
備
選
挙
）
に
し
か
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
⒝
　
民
主
党
が
圧
倒
的
に
強
い
ハ
ワ
イ
州
で
は
、
同
党
の
予
備
選
挙
が
事
実
上
の
本
選
挙
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
す
る
と
有
権
者

は
、
州
下
院
選
挙
の
民
主
党
立
候
補
者
に
不
満
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
民
主
党
以
外
の
予
備
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
を
躊
躇
う
よ
う
に
な

る
。
な
ぜ
な
ら
、
⒜
で
述
べ
た
よ
う
に
、
民
主
党
以
外
の
予
備
選
挙
に
参
加
し
た
有
権
者
は
、
州
下
院
議
員
以
外
の
公
選
職
に
つ
い
て
も
、

事
実
上
の
本
選
挙
で
あ
る
民
主
党
の
予
備
選
挙
に
参
加
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
民
主
党
以
外
の
候
補
者
は
、
予
備

選
挙
に
お
け
る
得
票
が
困
難
と
な
る
。
こ
れ
は
特
に
、
本
選
挙
に
進
む
た
め
の
要
件
と
し
て
予
備
選
挙
で
一
定
の
票
を
獲
得
が
求
め
ら
れ

る
無
党
派
候
補
者
を
害
す
る
。「
そ
の
結
果
、
ハ
ワ
イ
法
の
累
積
的
構
造
は
、
民
主
党
の
一
党
支
配
に
対
し
て
生
じ
つ
つ
あ
る
抵
抗
を
骨

抜
き
に
す
）
55
（

る
」。

　
⒞
　
予
備
選
挙
に
お
け
る
書
き
込
み
投
票
の
禁
止
は
民
主
党
内
部
の
競
争
性
も
減
殺
す
る
。
書
き
込
み
投
票
は
、
民
主
党
内
の
反
主
流

派
が
予
備
選
挙
に
お
い
て
野
党
勢
力
と
連
携
し
て
民
主
党
の
主
流
派
と
戦
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
競
争
環
境
の
維
持
に

寄
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
選
挙
に
お
け
る
書
き
込
み
投
票
の
禁
止
も
反
競
争
的
効
果
を
持
つ
。
そ
の
禁
止
は
、
民
主
党
内
の
予
備
選
挙

で
敗
れ
た
反
主
流
派
が
本
選
挙
で
無
党
派
や
野
党
と
の
連
携
を
通
じ
て
主
流
派
に
挑
戦
す
る
こ
と
を
防
ぐ
。

　
こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
、
①
当
該
選
挙
法
の
反
競
争
的
効
果
を
他
の
選
挙
法
と
の
関
連
で
捉
え
、
ま
た
、
②
民
主
党
一
党
支
配
と
い
う
ハ

ワ
イ
州
の
背
景
的
政
治
的
分
布
状
況
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
、
書
き
込
み
投
票
の
禁
止
の
反
競
争
的
効
果
を
論
証
し
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、

法
廷
意
見
が
認
定
し
た
州
利
益
の
一
部

―
「
他
党
襲
撃
」
の
防
止

―
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
不
当
な
も
の
だ
と
い
う
。

　
⒟
　「
他
党
襲
撃
」
の
防
止
を
正
当
な
利
益
と
認
め
る
前
提
に
は
、
党
内
部
の
意
思
決
定
に
党
外
勢
力
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
自
体
を
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害
悪
と
捉
え
る
視
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
⒞
の
通
り
、
民
主
党
の
反
体
制
派
と
党
外
勢
力
と
の
連
携
は
政
治
的
競
争
環
境
の
維
持
に
寄
与

す
る
。
こ
こ
で
、「
か
か
る
選
挙
規
制
を
公
布
す
る
「
州
」
が
現
職
の
民
主
党
員
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
」
を
踏
ま
え
る
と
、「
州
の
名
の
も

と
に
主
張
さ
れ
う
る
そ
の
利
益
は
、
現
職
の
権
力
の
利
己
的
論
拠
を
覆
い
隠
す
見
え
透
い
た
表
現
に
過
ぎ
な
い
」
と
見
る
必
要
が
あ
）
56
（
る
。

「
そ
の
よ
う
な
利
益
は
州
の
行
為
を
正
当
化
す
る
も
の
と
は
程
遠
く
、
逆
に
裁
判
所
が
か
か
る
行
為
を
無
効
と
す
る
理
由
と
な
る
べ
き
で

あ
）
57
（

る
」。

　
こ
う
し
て
彼
ら
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
用
に
よ
り
本
件
ハ
ワ
イ
州
法
を
違
憲
と
す
る
の
で
あ
る
。

2　
「
正
説
」
と
し
て
の
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ

　
以
上
が
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
提
唱
す
る
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
概
要
と
そ
の
適
用
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
あ
る
べ
き
民
主
政
つ
い
て
の
実
質
的
検
討
を
通
じ
て
、
政
治
的
競
争
の
創
出
・
維
持
機
能
を
選
挙
法
に
託
し
、
か
か
る
機
能
の
確

保
を
司
法
審
査
の
役
割
と
観
た
上
で
、
裁
判
所
が
こ
の
役
割
を
実
効
的
に
果
た
す
こ
と
を
提
唱
す
る
も
の
、
と
言
え
よ
う
。

　
彼
ら
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
挙
法
の
広
範
な
文
脈
で
展
開
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
学
界
に
お
け
る
影
響
力
は
、
極
め
て
大
き
な
も
の

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ヘ
イ
ゼ
ン
（Richard L. H

asen
）
は
、
二
〇
〇
三
年
の
著
書
で
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
学
界
に
お
け
る
「
正
説

（orthodoxy

）
に
な
り
つ
つ
あ
）
58
（
る
」
と
観
察
し
て
い
る
。
他
に
も
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
「
主
流
）
59
（
派
」
と
か
「
支
配
的
パ
ラ
ダ
イ
）
60
（
ム
」
と
評

す
る
論
者
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
に
際
し
て
の
包
括
的
理
論
を
、
説
得
的
か
つ

明
瞭
な
形
で
示
し
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
但
し
、
留
意
が
必
要
な
の
は
、
彼
ら
の
議
論
展
開
の
中
で
、
政
治
的
競
争
と
い
う
視
座
が
果
た
す
機
能
が
一
様
で
は
な
い
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
のBurdick

判
決
で
は
、
こ
の
視
座
か
ら
、〈
反
競
争
的
選
挙
法
↓
違
憲
〉
と
い
う
要
請
が
導
出

さ
れ
た
が
、
別
の
事
例
で
は
、
反
競
争
的
選
挙
法
に
対
し
厳
格
審
査
を
求
め
る
形
の
適
用
が
な
さ
れ
て
い
）
61
（
る
。
ま
た
、
選
挙
法
の
反
競
争
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性
の
認
定
に
関
し
、
主
と
し
て
、
反
競
争
的
効
果

0

0

に
着
目
す
る
の
か
、
立
法
者
の
反
競
争
的
意
図

0

0

に
着
目
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
双

方
に
着
目
す
る
の
か
、
確
固
た
る
定
式
を
見
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
の
イ
サ
カ
ロ
フ
の
論
）
62
（

考
で
は
、
選
挙
を
市
場
に
見
立

て
る
観
点
を
発
展
さ
せ
て
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
理
と
の
類
推
を
通
じ
て
党
派
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
憲
法
的
統
制
を
試
み
る
、
注
目

す
べ
き
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
多
様
な
内
実
を
含
む
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
政
治
的
競
争
と
い
う
視
座
が
、

各
選
挙
法
の
文
脈
で
如
何
な
る
法
的
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
検
討
を
必
要
と
し
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
政
治
的
競

争
の
確
保
と
い
う
視
座
が
各
文
脈
で
適
切
な
処
方
箋
を
提
供
で
き
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
首
尾
一
貫
し
た
形
で
展
開
さ
れ
て
い

る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
関
す
る
、
批
判
的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
）
63
（

る
。
し
か
し
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
問
題
の
所
在
の
指
摘
の
み
に

留
め
、
次
章
の
検
討
に
進
み
た
い
。

五
　
検
　
討

　
本
章
で
は
、
選
挙
法
学
の
形
成
と
の
関
係
か
ら
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
司
法
審
査
理
論
を
位
置
づ
け
た
上
で
、
選
挙
法
学
の

学
問
的
特
質
に
言
及
し
、
若
干
の
検
討
を
行
う
。

㈠
　
選
挙
法
学
の
独
立
性
の
モ
メ
ン
ト

　
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
刷
新
を

―
新
た
な
学
問
領
域
の
形
成
と
い
う
標
語

の
も
と

―
企
図
す
る
文
脈
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
選
挙
法
学
の
実
践
に
他
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
こ
こ
で
生
じ
る
問

い
は
、
こ
の
実
践
が
、〝
通
常
の
憲
法
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
〞
に
照
ら
し
て
如
何
な
る
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
特
殊
性
こ
そ
、
選
挙
法
学
の
独
立
性
の
モ
メ
ン
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
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1　

機
能
主
義
的
思
考
と
構
造
的
価
値

　
こ
の
問
い
に
取
り
組
む
上
で
、
ま
ず
は
、
彼
ら
の
自
己
了
解
を
出
発
点
と
し
よ
う
。
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
①
機
能
主
義
的
思
考
の
採
用
、

②
構
造
的
価
値
の
執
行
の
二
点
を
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
殊
性
と
し
て
挙
げ
て
い
た
。
こ
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
ら
と

〝
通
常
の
憲
法
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
〞
と
の
間
に
、
何
か
本
質
的
な
差
異
が
見
出
さ
れ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
理

解
す
る
〝
通
常
の
憲
法
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
〞
と
は
如
何
な
る
も
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
、
彼
は
、「
憲
法
的
法
律
家
（﹇c

﹈

onstitutional law
yers

）
は
、
権
利
と
平
等
の
観
点
か
ら
思
考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
、
そ
う
し
た
核
心
的
な
憲
法
上
の
要
請
に
関
す
る
法
的
・
道
徳
的
な
概
念

0

0

0

0

0

0

0

0

0

構
造
の
彫
琢
を
行
う

0

0

0

0

0

0

0

0

訓
練
を
受
け
て
い
）
64
（

る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
言
明
に
つ
き
敷
衍
す
る
と
、
ま
ず
、
こ
こ
で
の
「
権
利
・
平
等
」
は
、
主

と
し
て
、
個
人
の
権
利
や
地
位
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
法
的
・
道
徳
的
な
概
念
構
造
の
彫
琢
」
の
具

体
例
と
し
て
は
「
テ
ク
ス
ト
上
の
規
定
の
解
釈
（interpretation

）
と
原
意
的
理
解
へ
の
依
）
65
（

拠
」
と
い
う
方
法
論
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
を
参
酌
す
る
と
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
個
人
の
権
利
や
地
位
を
保
障
す
る
趣
旨
で
憲
法
典
に
定
め
ら
れ
た
諸
概
念

―
「
表
現
の
自

由
」
や
「
平
等
保
護
」

―
の
規
範
内
容
を
、
固
有
の
方
法
論
に
基
づ
き
明
ら
か
に
す
る
営
為
を
〝
通
常
の
憲
法
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
〞
と

し
て
理
解
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
お
い
て
選
挙
法
の
司
法
審
査
は
、
解
釈
か
ら
機
能
的
分
析
へ
の
、
そ
し

て
個
人
的
価
値
の
執
行
か
ら
構
造
的
価
値
の
執
行
へ
の
、
力
点
の
移
動
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
サ
カ
ロ
フ
も
ま
た
、
同
様
の
理

解
を
示
す
。
イ
サ
カ
ロ
フ
は
、
あ
る
共
著
論
文
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
新
た
な
「
法
学
領
域
（legal discipline

）」
の
誕

生

―
選
挙
法
学
の
誕
生

―
を
、「
憲
法
の
他
の
諸
領
域
に
お
い
て
一
般
的
な
個
人
権
基
底
的
モ
デ
ル
か
ら
、
シ
ス
テ
ム
全
体
の
機
能

に
よ
り
関
心
を
向
け
る
構
造
的
説
明
へ
の
断
固
た
る
転
換
に
付
随
し
て
生
じ
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
）
66
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
司
法
審

査
論
が
、
選
挙
法
と
い
う
対
象
に
即
し
た
独
自
の
観
点
と
方
法
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
学
問
領
域
の
独
立

を
語
る
に
足
る
実
質
を
認
め
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
）
67
（

る
。
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2　

選
挙
法
学
の
デ
ィ
ス
コ
ー
ス

　
も
っ
と
も
、
よ
り
詳
細
に
見
れ
ば
、
彼
ら
の
立
論
に
は
一
定
の
粗
雑
さ
が
含
ま
れ
て
い
よ
）
68
（

う
。
し
か
し
、
新
た
な
議
論
地
平
を
切
り
拓

こ
う
と
す
る
論
者
が
、
こ
う
し
た
思
い
切
っ
た
定
式
を
用
い
て
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
く
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
右

図
式
が
理
念
型
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
採
る
べ
き
発
展
の
方
向
性
を
明
確
に

示
し
た
点
に
そ
の
固
有
の
意
義
を
認
め
う
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
実
際
、
彼
ら
の
試
み
は
、
そ
の
後
一
つ
の
有
力
な
議
論
潮
流
を
生
み
出
し
た
。
例
え
ば
、
ポ
ズ
ナ
ー
（Richard A. Posner

）、
シ
ュ
ラ

イ
カ
ー
（D

avid Schleicher
）、
エ
ル
ホ
ッ
ジ
（Einer R. Elhouge

）、
ソ
ウ
（Yen-Tu Su

）
と
い
っ
た
論
者
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基

本
的
立
場
を
前
提
に
、
そ
の
発
展
的
修
正
・
精
緻
化
を
試
み
）
69
（
る
。
ま
た
、
オ
ル
テ
ィ
ー
ズ
（D

aniel R. O
rtiz

）、
ダ
ウ
ッ
ド
（Yasm

in 

D
aw

ood

）、
ス
テ
フ
ァ
ノ
プ
ロ
ス
（N

icholas O. Stephanopoulos

）
ら
は
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
そ
れ
自
体
に
は
賛
成
し
な
い
も
の

の
、
そ
れ
と
は
異
な
る
形
で
の
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
試
み
を
各
々
展
開
し
て
い
っ
）
70
（
た
。
こ
の
議
論
潮
流
は
、「
構
造
論
的
転
回

（structural t

）
71
（urn

）」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
憲
法
（
学
）
か
ら
一
定
の
自
律
性
を
主
張
す
る
こ
う
し
た
言
説
群
こ
そ
、
選
挙
法

学
誕
生
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
重
要
な
内
容
を
な
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

㈡
　
選
挙
法
学
の
学
問
的
特
質

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
選
挙
法
学
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
学
問
的
特
質
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ

ス
等
の
所
論
か
ら
浮
か
び
上
が
る
特
質
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　
第
一
は
、
現
実
の
民
主
政
に
対
す
る
改
良
主
義
的
視
点

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
持
つ
点
で
あ
る
。
こ
の
特
質
は
、
彼
ら
の
形
式
主
義
に
対
す
る
批
判
に
、
と

り
わ
け
よ
く
表
れ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
ら
に
と
っ
て
形
式
主
義
が
適
切
性
を
欠
く
の
は
、
そ
れ
が
法
的
推
論
と
し
て
筋
が
通
っ
て
い
な
い

か
ら
で
は
な
く

0

0

、
米
国
の
民
主
政
に
逆
機
能
を
も
た
ら
す
と
い
う
そ
の
社
会
的
・
政
治
的
帰
結
の
故
で
あ
っ
た
。
一
般
に
、
法
的
思
考
と
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い
う
も
の
が
、
帰
結
的
諸
考
慮
か
ら
一
定
の
自
律
性
を
保
と
う
と
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
彼
ら
の
視
点
は
、
そ
れ
と
は
逆
の

方
向
を
向
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
視
点
は
、
彼
ら
が
代
替
案
を
提
示
す
る
際
に
も
立
論
の
基
礎
に
据
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
、〝
い
か
な
る
司
法
審
査
が
米
国
の
民
主
政
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
か
〞
と
い
う
問
い
が
潜
在
し
て
い
る
と
観
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
彼
ら
の
回
答
で
あ
っ
）
72
（
た
。

　
第
二
は
そ
の
学
際
性

0

0

0

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
論
を
展
開
す
る
際
、
非
法
学
的
知
見
を
引
照
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
選
挙
法

が
生
じ
さ
せ
る
効
果
を
論
じ
る
文
脈
で
、
彼
ら
は
、
合
理
的
選
択
理
論
な
ど
の
道
具
立
て
を
駆
使
し
、
あ
る
い
は
、
隣
接
諸
科
学

―
特

に
政
治
学
（political science
）

―
の
業
績
を
援
用
す
る
。
先
に
紹
介
し
たBurdick

事
件
へ
の
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
用
の
際

に
も
、
書
き
込
み
投
票
に
関
す
る
政
治
学
や
歴
史
学
の
文
献
が
引
用
さ
れ
て
い
）
73
（

た
。

　
ま
た
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
政
治
学
の
文
献
に
お
い
て
通
用
し
て
い
る
民
主
主
義
に
関
す
る
競
争
基
底
的
説
明
を
活
用
し
て

い
）
74
（
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
構
造
的
価
値
が
導
出
さ
れ
る
際
に
も
、
政
治
学
等
の
知
見
が
知
的
源
泉
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
と
は
異
な
る
形
で
の
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
論
者
に
は
、
な
お

顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
構
造
論
的
転
回
」
の
理
論
潮
流
に
属
す
る
論
者
と
し
て
先
に
挙
げ
た
ダ
ウ
ッ
ド
は
、
共
和
主
義
の
泰
斗
・
ペ

テ
ィ
ト
（Philip Pettit

）
が
提
示
す
る
「
反
支
配
原
理
（anti-dom

ination principle

）」
に
依
拠
し
な
が
ら
、
党
派
的
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ

の
司
法
審
査
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
）
75
（
る
。

　
こ
う
し
た
学
際
性
は
、「
民
主
政
そ
れ
自
体
…
…
を
真
正
面
か
ら
我
々
の
考
察
の
中
心
点
に
置
）
76
（

く
」
彼
ら
の
学
問
的
企
図
を
達
す
る
上

で
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
特
質
に
対
し
て
筆
者
の
規
範
的
評
価
を
下
す
こ
と
は
、
米
国
の
法
動
向
の
解
明

0

0

を
目
的
と
す
る
本
稿
の
直
接
的
課
題

で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
こ
こ
に
見
出
さ
れ
た
諸
特
質
は
、
我
が
国
の
選
挙
法
の
司
法
審
査
論
が
こ
れ
ま
で
重
視
し
て
こ
な

か
っ
た
、
あ
る
い
は
忌
避
し
て
き
た
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
帰
趨
が
注
目
さ
れ
よ
う
（
但
し
、
こ
う
し
た
学
問
的
試
み
が
成
立
し
得
た
背
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景
に
は
、
一
定
の
知
識
社
会
学
的
諸
条
）
77
（

件
や
知
的
伝
）
78
（

統
の
存
在
な
ど
、
特
殊
米
国
的
事
情
が
あ
ろ
）
79
（

う
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
、

一
九
九
〇
年
代
の
米
国
法
学
界
に
お
い
て
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
事
態
が
生
じ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
　
結
び
に
代
え
て

　
以
上
本
稿
で
は
、
選
挙
法
学
誕
生
の
経
緯
と
そ
の
学
問
的
特
質
に
つ
い
て
論
及
し
て
き
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
大
要
次
の

三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
学
問
領
域
の
誕
生
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
に
即
し
た
固
有
の
方
法
論
を
追
求
し

よ
う
と
す
る
論
者
の
試
み

―
民
主
的
価
値
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
司
法
審
査
の
試
み

―
を
重
要
な
契
機
と
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、

そ
の
際
に
は
、
善
き
選
挙
法
の
構
築
を
通
じ
た
民
主
政
の
質
の
向
上
と
い
う
改
良
主
義
的
視
角
が
基
底
に
あ
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
そ
れ

は
隣
接
諸
科
学
の
知
見
が
盛
ん
に
参
照
さ
れ
る
学
際
的
性
質
を
帯
び
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
動
向
が
我
が
国
の
憲
法
学
に

与
え
う
る
示
唆
等
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討
の
後
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
、
本
論
文
の
叙
述
に
関
す
る
留
意
点
と
今
後
の
課
題
を
示
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
は
、
選
挙
法
学
の
総
論
的
検
討
を
行
う
と
の

目
的
に
基
づ
き
、
そ
の
誕
生
に
大
き
く
寄
与
し
た
イ
サ
カ
ロ
フ
と
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
所
論
を
検
討
し
て
き
た
が
、
次
の
二
点
に
お
い
て
限
定

的
・
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
は
、
本
稿
が
、「
構
造
論
的
転
回
」
の
理
論
潮
流
に
反
対
し
た

0

0

0

0

論
者
達
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
点
で

あ
る
。
反
対
論
者
達
は
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
と
同
様
、
形
式
主
義
を
批
判
）
80
（

し
、
選
挙
法
に
関
わ
る
非
法
学
的
論
題
に
取
り
組
む
一

方
で
、
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
異
を
唱
え
、
従
来
の
司
法
審
査
の
基
本
線
を
維
持
し
た
上
で
の
漸
進
的
改
良
を
志
向
し
）
81
（

た
。
重
要
な
の

は
、
彼
ら
も
ま
た
、
新
た
な
学
問
領
域
の
誕
生
を
語
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
時
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
、
選
挙
法
学

に
関
す
る
二
つ
の
構
想
が
生
じ
た
と
見
る
余
地
が
あ
）
82
（

る
。
こ
の
二
つ
の
学
問
構
想
は
、
そ
の
後
、
同
一
学
問
領
域
内
部
の
学
派

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
位
置
づ

け
ら
れ
、
現
在
で
は
共
に
単
一
の
学
問
領
域
を
形
成
す
る
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
無
視
し
た
本
稿
の
限
定
性
は
否
定
で
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き
な
）
83
（
い
。
こ
の
、
も
う
一
つ
の
理
論
潮
流
、
あ
る
い
は
両
者
の
間
の
論
争
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
は
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
期
間

0

0

が
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
稿
は
、
選
挙
法
学
の
起
点

0

0

に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
こ
か
ら
浮

か
び
上
が
る
こ
の
学
問
領
域
の
特
質
等
を
描
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
誕
生
か
ら
一
定
の
年
月
が
経
過
し
た
現
在
、
そ
の
議
論
図
式

が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
構
造
論
的
転
回
」
の
理
論
潮
流
も
、
今
で
は
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
徐
々
に
減
じ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
選
挙
法
学
と
い
う
学
問
領
域
の
総
体
的
理
解
の
た
め
に
は
、
そ
の
後
の
議
論
展
開
や
変
化
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
本
文
中
に
も
記
し
た
通
り
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
、
あ
る
い
は
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
、
よ
り
詳
細

な
検
討
も
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
今
後
の
課
題
は
多
い
。
し
か
し
、
と
も
あ
れ
本
稿
が
、
こ
の
新
興
の
学
問
領
域
に
注
目
す
る
こ
と
の
意
義
を
僅
か
で
も

示
せ
た
と
す
れ
ば
、
筆
者
の
最
低
限
の
意
図
は
達
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
1
）  D

an
iel H

ays L
o

w
en

stein, R
ich

ard L. H
asen, &

 D
an

iel P. T
o

kaji, E
lectio

n L
aw: C

ase A
n

d M
aterials （5th ed. 2012

）; S
am

u
el  

Issach
aro

ff, P
am

ela S. K
arlan, &

 R
ich

ard H
. P

ild
es, T

h
e L

aw O
f D

em
o

cracy: L
eg

al S
tru

ctu
re O

f T
h

e P
o

litical P
ro

cess 

（4th ed. 2012

）; Jam
es A. G

ard
n

er &
 G

u
y-U

riel E. C
h

arles, E
lectio

n L
aw In T

h
e A

m
erican P

o
litical S

ystem （2012

）; Jo
sh

u
a 

A. D
o

u
g

las, E
d

w
ard B. F

o
ley, M

ich
ael J. P

itts, E
lectio

n L
aw L

itig
atio

n （2014

）. 

（
2
）  D
an

iel P. T
o

kaji, E
lectio

n L
aw In A N

u
tsh

ell （1st ed. 2013
）.

（
3
）  Election Law

 Journal: Rules, Politics, and Policy. 

本
誌
は
二
〇
〇
二
年
に
創
刊
さ
れ
た
。

（
4
）  

二
〇
一
五
年
現
在
、
約
百
名
の
学
者
が
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
て
選
挙
法
講
座
を
講
ず
る
。See, Richard H

asen, The 2015 Election Law 
Teacher D

atabase, Election Law
 Blog, Aug, 14, 2015, available at https://electionlaw

blog.org/?p=75331

（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二

四
日
閲
覧
）.
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（
5
）  See, e.g., D

aniel R. O
rtiz, From

 Right to A
rrangem

ents, 32 L
o

y L. A. L. R
ev. 1217, 1217 -1218 

（1998

）; Burt N
ueborne, 

M
aking the Law Safe for D

em
ocracy: A

 Review of  

“The Law of D
em

ocracy Etc.

”, 97 M
ich L. R

ev. 1578, 1580 （1999

）.
（
6
）  H

eather K. G
erken, W

hat Election Law H
as To Say To Constitutional Law, 44 In

d. L. R
ev. 7, 7 -9 （2010

）.
（
7
）  T

o
kaji, supra note 2, at 11. 

も
っ
と
も
「
多
く
は
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
選
挙
法
学
に
は
、
投
票
権
法
（Voting Rights Act

）

訴
訟
に
関
す
る
議
論
な
ど
、
狭
義
の
憲
法
論
以
外
の
主
題
も
存
在
す
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
選
挙
法
学
の
「
憲
法
学
か
ら
の
独
立
」
と
い
う
発

生
的
経
緯
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
投
票
権
法
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
8
）  

但
し
「
憲
法
学
か
ら
の
独
立
」
と
言
っ
て
も
、
憲
法
学
か
ら
選
挙
法
に
係
る
主
題
が
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
9
）  

こ
の
学
問
領
域
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
（
特
に
注
（
82
））
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）  Colegrove v. G

reen, 328 U.S. 549 （1946

）.

（
11
）  Baker v. Carr, 369 U.S. 186 （1962

）.

（
12
）  R

ich
a

rd L. H
a

sen, T
h

e S
u

prem
e C

o
u

rt a
n

d E
lectio

n L
a

w: Ju
d

g
in

g E
q

u
a

lity F
ro

m B
a

ker v. C
a

rr to B
u

sh v. G
o

re 1 -2

（2004

）.

（
13
）  

ま
た
、
選
挙
改
革
立
法
の
増
加
や
新
た
な
憲
法
修
正
条
項
の
採
択
に
伴
っ
て
、
選
挙
法
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
紛
争
そ
れ
自
体
が
増
加
し
た
こ
と

も
、
こ
の
変
化
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）  H

asen, supra note 12, at 1. 

ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
こ
の
動
向
を
、「
民
主
政
治
の
憲
法
化
」
と
し
て
把
握
す
る
。Richard H

. Pildes, The 
Suprem

e Court, 2003 Term
---Foreword: The Constitutionalization of D

em
ocratic Politics, 118 H

arv. L. R
ev. 28 （2004

）.

（
15
）  Sam

uel Issacharoff &
 Richard H

. Pildes, N
ot By 

“Election Law

” Alone, 32 L
o

y. L. A. L. R
ev. 1173, 1173 （1999

）.

（
16
）  Richard H
. Pildes, Com

petitive, D
eliberative, and Rights-O

riented D
em

ocracy, E
lectio

n L. J. 685, 687 （2004

）.

（
17
）  H

eather K. G
erken, Lost in the Political Thicket: The Court, Election Law, and The D

octrinal Interregnum
, 153 U. P

a. L. 
R

ev. 503, 510 -513 （2004

）.

（
18
）  Id. at 511 -512.

（
19
）  Id. at 512.

（
20
）  

こ
の
ガ
ー
ケ
ン
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、「
一
人
一
票
の
原
則
」
は
、
統
治
制
度
の
あ
る
べ
き
姿
に
関
す
る
選
択
の
帰
結
と
い
う
よ
り
も
、
個
人

の
投
票
権
に
関
す
る
素
朴
な
平
等
イ
メ
ー
ジ
の
帰
結
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。See, H

eather G
erken, The Cost and Causes of M

inim
al-
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ism
 in Voting Cases: Baker v. Carr and Its Progeny, 80 N. C. L. R

ev.1411, 1457 -60 

（2002

）. 

も
っ
と
も
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
、

Baker

判
決
以
後

0

0

に
下
さ
れ
た
「
一
人
一
票
の
原
則
」
に
関
わ
る
諸
判
決
（e.g., Reynolds v. Sim

s, 377 U.S. 533 

（1964

））
は
、「
機
能
的

で
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
解
釈
」
を
行
い
「
民
主
政
秩
序
全
体
に
関
わ
る
構
造
的
価
値
の
執
行
」
を
試
み
た
も
の
、
即
ち
、
後
述
す
る
彼
ら
の

司
法
審
査
論
を
先
駆
け
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
ピ
ル
デ
ィ
ス
も
認
め
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
不
規
則
で
、
必
ず
し
も
自

覚
的
な
も
の
で
は
無
」
か
っ
た
。Pildes, supra note 14, at 45 -46. 

こ
れ
に
対
し
て
、
後
述
の
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
司
法
審
査
理

論
は
、
こ
れ
を
自
覚
的
・
徹
底
的
に
推
し
進
め
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

（
21
）  See e.g., Sam

uel Issacharoff &
 Richard H

. Pildes, Politics as M
arkets: Partisan Lockups of the D

em
ocratic Process, 50 S

tan. 
L. R

ev. 644, 717 （1998

）.

（
22
）  City of M

obile v. Bolden, 446 U.S. 55 （1980

）.

（
23
）  Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 （1976

）.

（
24
）  Burdick v. Takushi, 504 U.S. 428 （1992

）.

（
25
）  Issacharoff &

 Pildes, supra note 21, at 670.

（
26
）  

無
党
派
予
備
選
挙
へ
の
立
候
補
は
、
予
備
選
挙
の
六
〇
日
前
ま
で
に
、
一
五
名
（
連
邦
議
会
選
挙
）
か
ら
二
五
名
（
州
議
会
等
の
選
挙
）
の
有

権
者
の
署
名
を
得
て
届
け
出
れ
ば
可
能
と
な
る
。

（
27
）  

原
告
が
修
正
一
条
と
修
正
一
四
条
を
挙
げ
た
の
は
、
次
の
理
由
に
よ
る
。
即
ち
、
書
き
込
み
投
票
の
禁
止
は
投
票
権
の
行
使
に
関
わ
る
と
こ
ろ
、

米
国
に
お
い
て
投
票
権
は
州
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
憲
法
に
は
こ
れ
を
直
接
保
障
す
る
規
定
が
無
い
。
そ
の
た
め
、
連
邦
裁
判
所

で
投
票
権
に
関
わ
る
問
題
が
争
わ
れ
る
場
合
、
修
正
一
条
も
し
く
は
修
正
一
四
条
、
又
は
そ
の
双
方
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
あ
る

判
決
で
は
、
投
票
権
の
制
限
が
「
重
な
り
あ
う
が
異
種
の
二
つ
の
権
利
」、
即
ち
、
修
正
一
条
に
基
礎
を
持
つ
「
政
治
的
信
条
の
促
進
の
た
め
に

結
社
す
る
個
人
の
権
利
」
と
修
正
一
四
条
に
基
礎
を
持
つ
「
政
治
的
信
念
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
自
己
の
票
を
効
果
的
に
投
じ
る
有
権
者
の
権

利
」
の
制
限
を
生
じ
さ
せ
る
と
説
か
れ
た
。W

illiam
s v. Rhodes, 393 U.S. 23, 30 

（1968

）. 

参
照
、
高
橋
和
之
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
選
挙

権
の
観
念
」
樋
口
陽
一
＝
同
編
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開

―
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
（
上
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
四
二
八
‐
四
三
〇

頁
。
原
告
は
こ
う
し
た
前
例
を
踏
襲
し
た
わ
け
で
あ
る
。
他
方
で
、
す
ぐ
後
で
見
る
よ
う
に
、Burdick

判
決
法
廷
意
見
が
、
書
き
込
み
投
票
の

制
限
を
専
ら
修
正
一
条
に
関
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
28
）  

こ
の
よ
う
に
、
法
廷
意
見
は
ハ
ワ
イ
州
の
バ
ロ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
を
容
易
と
す
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
（
四
㈠
１
⑶
）、
こ
の
判
断
に
は
異
論
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が
あ
り
う
る
。

（
29
）  

な
お
、
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
た
理
由
に
つ
き
、
選
挙
法
の
特
性
よ
り
も
、
書
き
込
み
投
票
が
表
現
の
自
由
で
は
な
く
結
社
の
自
由

と
関
連
づ
け
ら
れ
た
点
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
、
村
山
健
太
郎
「
選
挙
寄
付
制
限
と
第
１
修
正
の
審
査
基
準

―M
cCutcheon

判
決
を
素
材

と
し
て

―
」
法
学
会
雑
誌
五
一
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
九
‐
三
〇
頁
。

（
30
）  Issacharoff &

 Pildes, supra note 21, at 672.

（
31
）  Id.

（
32
）  Id.

（
33
）  

本
節
の
主
眼
は
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
問
題
意
識
を
敷
衍
す
る
点
に
あ
る
の
で
、
彼
ら
のBurdick

判
決
に
対
す
る
批
判
が
正
鵠
を

射
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
34
）  M

obile

判
決
は
選
挙
法
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
基
準
な
い
し
テ
ス
ト
の
次
元
、Buckley

判
決
は
審
査
基
準
お
よ
び
原
理
論
の
次
元
、Baker

判
決
とBurdick

判
決
は
司
法
審
査
に
お
け
る
思
考
枠
組
み
の
次
元
で
形
式
主
義
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
各
々
位
相
を
異
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

（
35
）  

「
転
用
」
が
行
わ
れ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
合
衆
国
憲
法
が
投
票
権
を
直
接
的
に
保
障
す
る
規
定
を
持
た
な
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
欠
如
故
に
、
我
が
国
で
は
選
挙
権
に
関
わ
る
種
類
の
問
題
が
、
修
正
一
条
（
表
現
の
自
由
）
や
修
正
一
四
条
（
平
等
）
の
問
題
と

し
て
理
解
さ
れ
、
か
よ
う
な
規
定
の
既
存
の
規
範
内
容
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
36
）  Pildes, supra note 14, at 40.

（
37
）  

な
お
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
こ
の
帰
結
的
論
拠
と
は
区
別
さ
れ
る
、
論
理
的
論
拠
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
成
熟
し
た
民
主
制
国
家

に
お
い
て
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
の
文
脈
で
問
題
と
な
る
権
利
は
「
民
主
政
治
に
つ
い
て
の
基
本
的
判
断
に
よ
っ
て
既
に
高
度
に
構
造
化
さ
れ

て
」
お
り
、「
も
は
や
固
有
の
自
由
（intrinsic liberty

）
に
は
関
わ
ら
ず
、
民
主
政
シ
ス
テ
ム
の
特
定
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
道
具
と

な
っ
て
い
る
」。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
後
述
す
る
彼
ら
の
司
法
審
査
論
の
よ
う
に
「
…
…
﹇
民
主
政
の
﹈
構
造
的
目
的
か
ら
の
推
論
を
行
う
こ
と

な
し
に
は
、
そ
れ
ら
権
利
に
内
容
を
与
え
る
論
理
的
方
法
（logical w

ay
）
は
な
い
」。Pildes, supra note 16, at 687. 

し
か
し
、
権
利
に
関

す
る
そ
の
よ
う
な
理
解
を
行
わ
な
い
こ
と
自
体
、
論
理
的
に
は
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、
結
局
こ
こ
で
の
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
主
張
は
帰
結
的
論
拠
に
還

元
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
38
）  G

erken, supra note 6, at 8.
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（
39
）  Pildes, supra note 14.

（
40
）  Id. at 41.

（
41
）  Id.

（
42
）  Id. at 42.

（
43
）  Issacharoff &

 Pildes, supra note 21.

（
44
）  Id. at 646.

（
45
）  Id. at 653 （em

phasis added

）（
カ
ッ
コ
内
引
用
者
）.

（
46
）  Id. at 646 （em

phasis added

）.

（
47
）  Id.

（
48
）  Id.

（
49
）  Issacharoff &

 Pildes, supra note 21, at 646.

（
50
）  Pildes, supra note 14, at 43 -44.

（
51
）  Issacharoff, infra note 62, at 623.

（
52
）  

米
国
公
法
学
に
お
け
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
概
念
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
大
林
啓
吾
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
と
執
行
特
権

―
権
力
分
立
原
理
の

動
態

―
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
二
三
七
頁
。
山
田
哲
史
「
国
際
的
規
範
と
民
主
政
―
―
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
議
論
を
手
が
か
り

に
し
て
」
帝
京
法
学
二
九
巻
一
号
、
二
九
一
‐
二
九
二
頁
、
三
〇
四
‐
三
〇
五
頁
。

（
53
）  Issacharoff &
 Pildes, supra note 21, at 648.

（
54
）  

以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、see, Id. at 670 -74.

（
55
）  Id. at 671.

（
56
）  Id. at 673 -674.

（
57
）  Id. 

（
58
）  H

asen, supra note 12, at 139.

（
59
）  D

avid Schleicher, 

“Politics as M
arkets

” Reconsidered: N
atural M

onopolies, Com
petitive D

em
ocratic Philosophy and Prim

ary 
Ballot A

ccess in A
m
erican Elections, 14 S

u
p. C

t. E
co

n. R
ev. 163, 163 （2006

）.
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（
60
）  Yasm

in D
aw

ood, The A
ntidom

ination M
odel and the Judicial O

versight of D
em

ocracy, 96 G
eo. L. J. 1411, 1423 （2007

）.

（
61
）  

例
え
ば
、Tim

m
ons v. Tw

in Cities Area N
ew

 Party, 520 U.S. 351 

（1997

） 

へ
の
適
用
で
あ
る
。See, Issacharoff &

 Pildes, supra 
note 21, at 685.

（
62
）  Sam

uel Issacharoff, G
errym

andering and Political Cartels, 116 H
arv. L. R

ev. 593 

（2002

）. 

本
論
文
の
紹
介
と
し
て
、
東
川
浩
二

「
ゲ
リ
マ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
対
す
る
独
禁
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
三
年
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
二
八
‐
四
三
二
頁
。

（
63
）  
例
え
ば
、
選
挙
資
金
規
制
の
司
法
審
査
の
文
脈
で
政
治
的
競
争
の
確
保
と
い
う
視
点
を
用
い
る
こ
と
は
、
民
主
政
の
質
の
向
上
と
い
う
目
的
と

適
合
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
か
、
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
も
、
当
該
文
脈
で
は
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
を
全
面

展
開
し
な
い
傾
向
に
あ
る
。
数
少
な
い
適
用
例
と
し
て
、Issacharoff &

 Pildes, supra note 21, at 688 -690.

（
64
）  Pildes, supra note 14, at 40 （em

phasis added

）.

（
65
）  Id. at 42.

（
66
）  Sam

uel Issacharoff &
 Laura M

iller, D
em

ocracy and Electoral Process, in R
esearch H

an
d

bo
o

k o
n P

u
blic C

h
o

ice an
d P

u
blic 

L
aw （D

an
iel A. F

arber et al., eds

） 182 （2009

）.

（
67
）  

な
お
、
司
法
審
査
論
に
お
け
る
理
論
的
刷
新
が
、「
憲
法
学
か
ら
の
独
立
」
と
い
う
形
で
語
ら
れ
う
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
、
米
国
憲
法
学
の
特

質
を
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
米
国
憲
法
学
が
、
司
法
審
査
論
を
主
た
る
内
実
と
し
て
き
た
こ
と
が
、
そ
う
し
た
言
説
が
生
じ
た
背
景
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

（
68
）  

少
な
く
と
も
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
米
国
の
憲
法
判
例
お
よ
び
学
説
は
、
彼
ら
の
言
う
〝
通
常
の
憲
法
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
〞

に
還
元
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
（
ま
た
、
学
説
と
判
例
の
間
に
も
看
過
で
き
な
い
差
異
が
あ
ろ
う
）。
第
二
に
、
上
記
図
式
で
は
「
権
利
と
平

等
」
が
〝
個
人
的
な
も
の
〞
と
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
特
に
平
等
に
関
し
て
、
こ
の
概
念
把
握
に
は
異
論
が
あ
ろ
う
。
第
三
点
に
、
こ
こ
で
は
、

平
等
と
（
政
治
的
競
争
と
い
う
）「
構
造
的
価
値
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
が
、「
競
争
機
会
の
（
不
）
平
等
」
と
い
う
定
式
を
想
起
す
れ
ば
了
解

さ
れ
る
よ
う
に
、
司
法
審
査
に
お
け
る
構
造
的
価
値
へ
の
依
拠
と
平
等
へ
の
依
拠
は
、
相
互
排
他
的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
69
）  See, e.g., R

ich
ard A. P

o
sn

er, L
aw, P

rag
m

atism, an
d D

em
o

cracy 

（2003

） 131 -249; Schleicher, supra note 59; Brief Am
icus 

Curiae of Pennsylvania Voters Joann Erfer and Jeffrey B. Albert in Support of Appellants, V
ieth v. Jubelirer, 541 U.S. 267 

（2004

） （N
o. 02 -1580

） （w
ritten by Einer Elhauge

）; Yen-Tu Su, Political Antitrust: Rethinking the Constitutional Law
 of Com

-
petitive D

em
ocracy 127 -239 

（2010

） （unpublished S.J.D. dissertation, H
arvard Law

 School

） （O
n file w

ith the H
arvard U

ni-
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versity Library

）.

（
70
）  See, e.g., O

rtiz, supra note 5; D
aw

ood, supra note 60; N
icholas O. Stephanopoulos, Elections and A

lignm
ent, 114 C

o
lu

m. L. 
R

ev. 283 

（2014

）. 

ま
た
同
時
に
、
判
例
に
お
い
て
も
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
親
和
的
な
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
も
い
る
。

See, e.g., Pam
ela S. Karlan. N

othing Personal: The Evolution of the N
ewest Equal Protection From

 Shaw v. Reno to Bush v. 
G
ore, 79 N. C. L. R

ev. 1345 （2001

）.

（
71
）  D

avid Schleicher, O
verview: M

apping Election Law

’s Interior, in R
ace, R

efo
rm, an

d R
eg

u
latio

n o
f T

h
e E

lecto
ral P

ro
cess: 

R
ecu

rrin
g P

u
zzles in A

m
erican D

em
o

cracy （G
erken, et al., eds.

） 76 （2010

）.

（
72
）  

政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
の
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
政
治
診
断
が
あ
る
。
当
時
の

彼
ら
の
目
に
は
、
巨
大
政
党
に
よ
る
自
己
エ
ト
レ
ン
チ
メ
ン
ト
こ
そ
米
国
の
民
主
政
の
質
の
減
退
を
招
く
最
大
の
原
因
で
あ
り
、
こ
れ
を
治
癒
す

る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
だ
と
映
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
政
治
的
競
争
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
選
挙
法
の
司
法
審
査
に
お
け
る
純
粋
理
論
的

な
定
式
と
い
う
よ
り
も
、
問
題
解
決
の
た
め
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
処
方
箋
だ
と
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
（
関
連
し
て
注
（
63
）
も
参
照
）。

こ
う
し
た
性
格
は
、（
憲
）
法
理
論
の
時
局
対
応
性
・
政
治
性
の
是
非
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
横
大
道
聡
「「
抑
制

と
均
衡
」
と
し
て
の
大
統
領
の
単
独
行
動
主
義
？

―
「
連
邦
議
会
の
機
能
不
全
」
時
代
の
ア
メ
リ
カ
権
力
分
立
論

―
」
松
井
茂
記
＝
長
谷
部

恭
男
＝
渡
辺
康
行
編
『
自
由
の
法
理
　
阪
本
昌
成
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
二
九
〇
‐
二
九
一
頁
の
指
摘
が
示
唆
に

富
む
。

（
73
）  Id. at 670 -674. 

但
し
こ
う
し
た
形
の
学
際
性
は
、
選
挙
法
学
誕
生
前
で
も
、
例
え
ば
、（
憲
法
判
例
で
は
な
い
が
）
投
票
権
法
訴
訟
の
文
脈

で
は
少
な
く
な
か
っ
た
。See, Pam

ela S. Karlan, A
nswering Q

uestions, Q
uestioning A

nswers, and the Law Rule of Em
piricism

 in 
the Law of D

em
ocracy, 65 S

tan. L. R
ev. 1296, 1272 -1276.

（
74
）  Adam
 B. Cox, Partisan G

errym
andering and D

isaggregated Redistricting, S
u

p. C
t. R

ev. 409, 422 -423 n45 （2004

）. 

な
お
論
者

が
「
民
主
主
義
に
関
す
る
競
争
基
底
的
説
明
」
と
し
て
引
用
す
る
の
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（Joseph A. Schum

peter

）
の
『
資
本
主
義
・
社

会
主
義
・
民
主
主
義
（C

apitalism, S
o

cialism, A
n

d D
em

o
cracy

）』
で
あ
る
。

（
75
）  D

aw
ood, supra note 60, at 1428 -1485.

（
76
）  Issacharff &

 Pildes, supra note 15, at 1174.

（
77
）  

カ
ー
ラ
ン
は 

（Pam
ela S. Karlan

） 

選
挙
法
学
者
の
特
徴
と
し
て
「
そ
の
多
く
が
関
連
領
域
の
上
級
学
位
（advanced degrees

）
を
持
つ
こ
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と
」
を
挙
げ
る
。Karlan, supra note 73, at 1277. 

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
米
国
に
お
け
る
法
学
学
位
や
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
位
置
づ
け
と
密
接

な
関
連
が
あ
ろ
う
。

（
78
）  

イ
リ
ィ （John H

art Ely

） 

の
プ
ロ
セ
ス
理
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
理
論
を
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
試
み
の
「
知
的
基
盤
（intellectu-

al foundation

）」
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
と
し
て
、Luke P. M

cLoughlin, The Elysian Foundations of Election Law, 82 T
em

p. L. 
R

ev. 89, 93 （2009

）; see also, Issacharoff &
 Pildes, supra note 21, at 710.

（
79
）  
こ
う
し
た
視
角
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
林
知
更
「
憲
法
原
理
と
し
て
の
民
主
政
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
展
開
を
手
が
か
り
に
」
長
谷
部
恭
男
＝

安
西
文
雄
＝
宍
戸
常
寿
＝
同
編
『
現
代
立
憲
主
義
の
諸
相
―
―
高
橋
和
之
先
生
古
稀
記
念
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
四
頁
。

（
80
）  

代
表
的
な
反
対
論
者
で
あ
る
ヘ
イ
ゼ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
選
挙
法
事
件
を
、
単
な
る
憲
法
事
件
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
裁
判
所
に

次
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
。
即
ち
、
裁
判
所
の
判
決
が
よ
り
広
汎
な
政
治
に
関
わ
る
権
利
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
機
会

的
に
憲
法
法
理
を
適
用
す
る
、
と
い
う
リ
ス
ク
で
あ
る
」。Richard H

. H
asen, The Suprem

e Court and Election Law: A
 Reply to Three 

Com
m
entators, 31 J. L

eg
is. 1, 6 （2005

）. 

（
81
）  H

asen, supra note 12, at 138 -156.

（
82
）  

本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
学
問
領
域
の
呼
称
の
複
数
性
は
、
こ
の
点
を
反
映
す
る
。
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
ら
は 

“The Law
 of D

em
ocra-

cy

” 

の
呼
称
を
、
反
対
論
者
ら
は 

“Election Law

” 

と
の
呼
称
を
用
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
で
は 

“the law
 of dem

ocracy, a.k.a 
election law

” 

と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
両
者
は
互
換
的
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。Yen-Tu Su, Retracing Political A

ntitrust: A
 

G
enealogy and its Lessons, 27 J.L. &

 P
o

l. 1, 1 （2011

）.

（
83
）  

但
し
、
反
対
論
者
の
議
論
も
―
―
イ
サ
カ
ロ
フ
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
と
は
異
な
る
形
で
は
あ
る
が
―
―
先
に
指
摘
し
た
選
挙
法
学
の
諸
特
質
を
備
え

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
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吉
川　

智
志
（
よ
し
か
わ
　
と
も
し
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
聖
心
女
子
専
門
学
校
非
常
勤
講
師

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
公
法
学
会
、
日
本
選
挙
学
会
、
日
本
法
政
学
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法
、
選
挙
法


